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近
世
後
期
福
岡
藩
に
お
け
る
寺
院
統
制

―
浄
土
真
宗
西
派
を
素
材
に
―

八

嶋

義

之

は
じ
め
に

福
岡
藩
に
お
け
る
寺
社
研
究
は
非
常
に
立
ち
後
れ
て
い
る
分
野
で
あ
る
。『
福

岡
県
史
』
に
お
い
て
、
寺
社
お
よ
び
修
験
を
含
め
た
宗
教
全
般
に
つ
い
て
広
渡
正

利
氏
が
執
筆
を
担
当
し
て
お
り
、
福
岡
藩
の
宗
教
史
研
究
は
広
渡
氏
に
拠
る
と
こ

ろ
が
非
常
に
大
き
い
（1）

。

し
か
し
福
岡
藩
に
よ
る
寺
院
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
幕
府
に
よ
る
本
末
制
度
や

触
頭
制
度
の
概
略
に
触
れ
、
各
宗
派
の
筑
前
国
内
に
お
け
る
触
頭
の
説
明
と
末
寺

の
数
量
的
な
把
握
を
行
う
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
藩
主
黒
田
家
に
よ
る
寺
社

の
外
護
に
つ
い
て
は
一
定
の
成
果
が
見
ら
れ
る
も
、
寺
社
行
政
に
つ
い
て
は
残
存

史
料
を
概
説
す
る
に
留
ま
る
た
め
、
領
内
の
寺
院
統
制
に
つ
い
て
は
何
ら
検
討
が

加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
福
岡
藩
に
お
け
る
寺
院
統
制
の
一
端
を
浄
土

真
宗
西
本
願
寺
派
寺
院
を
素
材
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
西
派
を
素

材
と
す
る
の
は
、
近
年
、
筑
紫
女
学
園
大
学
が
主
宰
す
る
「
浄
土
真
宗
文
化
財
調

査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（2）
に
よ
る
浄
土
真
宗
西
派
寺
院
の
調
査
が
進
展
し
て
お
り
、

ま
た
触
頭
で
あ
っ
た
博
多
萬
行
寺
の
調
査
で
は
福
岡
市
と
筑
紫
女
学
園
を
中
心
と

し
た
体
制
で
調
査
が
行
わ
れ
、
多
大
な
成
果
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
（3）

。

ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
に
福
岡
藩
で
は
、
領
内
寺
院
の
約
四
割
が
西
派
で
占
め
ら

れ
て
お
り
、
地
域
的
な
偏
り
も
な
く
、
領
内
全
域
に
分
布
す
る
た
め
、
同
派
を
取

り
扱
う
こ
と
で
、
福
岡
藩
内
の
寺
院
統
制
の
一
般
的
な
姿
を
描
き
出
せ
る
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
。

今
回
挙
げ
て
い
る
表
中
に
は
同
和
問
題
に
関
わ
る
記
述
が
出
て
く
る
。
同
問
題

が
今
日
に
お
い
て
も
い
ま
だ
根
強
く
残
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
浄
土
真
宗
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
周
知
の
こ
と
と
思
う
。
そ
の
た
め
史
料
中
の
該
当
す
る

文
言
を
意
図
的
に
削
除
す
る
こ
と
で
、
同
問
題
に
対
す
る
正
し
い
理
解
や
そ
の
解

決
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
、
敢
え
て
削
除
す
る
こ
と
な
く
史
料
の
表
記
通

り
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
ご
理
解
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

三
九



第
一
章

福
岡
藩
内
の
浄
土
真
宗
西
派
寺
院

1

福
岡
藩
に
お
け
る
寺
院
数

福
岡
藩
に
お
け
る
浄
土
真
宗
西
派
（
以
下
、
西
派
）
の
寺
院
は
三
〇
〇
ヵ
寺
を

越
え
る
。
そ
れ
を
一
覧
化
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
表
は
福
岡
藩
に
お
け
る
諸

宗
派
寺
院
の
寺
号
、
在
所
や
本
末
関
係
を
記
し
た
「
御
国
中
寺
数
」（4）
を
基
礎
に

作
成
し
、「
寛
政
二
年
筑
前
寺
院
帳
」、（5）
「
筑
前
国
一
向
宗
西
派
寺
院
記
録
」（6）
、

そ
の
他
の
史
料
で
補
完
し
た
。

「
御
国
中
寺
数
」
の
正
確
な
作
成
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
文
化
十
五
（
一
八

一
八
）
年
作
成
の
「
御
国
中
寺
院
名
寄
帳
」（7）
と
若
干
の
差
違
は
あ
る
も
の
の
掲

載
寺
院
数
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
た
め
、
同
年
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
掲
載
寺
院
総
数
は
八
〇
五
で
、
そ
の
内
西
派
寺
院
数
は
三
二
一
と
全
体
の
約

四
割
に
の
ぼ
る
。

表
中
の
寺
名
に
「
一
ヶ
寺
」
と
表
記
さ
れ
る
寺
号
不
明
の
寺
院
が
一
六
ヵ
寺
あ

る
。「
一
ケ
寺
」
は
「
御
国
中
寺
院
名
寄
帳
」
に
お
い
て
「
寺
跡
計
」
と
注
記
さ

れ
、『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』（
以
下
『
附
録
』）
の
那
珂
郡
五
郎
丸
村
の
項
で

「
サ
イ
ホ
ウ
シ

寺
址
な
り
」（8）
と
も
あ
る
様
に
、「
御
国
中
寺
数
」
作
成
段
階
で

は
廃
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し「
寺
跡
」の
注
記
が
な
い「
一
ケ
寺
」

に
つ
い
て
は
、
単
に
寺
号
を
持
た
な
い
だ
け
で
何
ら
か
の
活
動
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
（9）

、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
宗
像
郡
用
山
村
の
専
念
寺
、
田
野
村
の
浄
泉
寺
も
「
寺
跡
計

無
住
」
と

記
さ
れ
、
さ
ら
に
福
岡
西
町
に
あ
っ
た
源
正
寺
は
『
附
録
』
に
「
廃
寺
と
な
り
既

に
百
年
を
経
る
云
」（10）
と
あ
る
。
姪
浜
三
ヶ
町
光
照
寺
は
同
町
万
正
寺
の
改
称
前

の
寺
号
で
あ
り
、
那
珂
郡
山
田
村
の
「
一
ヶ
寺
」
も
同
村
浄
光
寺
と
の
混
同
で
あ

り
、
両
寺
と
も
に
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
「
御
国
中
寺
数
」
に
表
記
さ
れ
る
西
派
寺
院
三
二
一
ヵ
寺
の
う
ち
、

一
二
ヵ
寺
が
廃
寺
、
二
ヵ
寺
が
誤
記
に
よ
る
重
複
、
こ
れ
ら
を
除
外
し
た
三
〇
七

ヵ
寺
が
福
岡
藩
の
統
制
を
受
け
て
い
た
寺
院
と
考
え
ら
れ
る
。

本
山
の
西
本
願
寺
で
把
握
さ
れ
て
い
た
筑
前
に
お
け
る
寺
院
数
は
、
天
文
年
間

は
〇
、
元
和
九
（
一
六
二
三
）
年
で
九
、
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
で
三
二
七
、

文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
で
三
一
六
、
嘉
永
七
年
で
三
一
九
（
奉
行
所
へ
の
報
告

か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
が
二
四
）
と
な
っ
て
い
た
（11）

。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
本
山
と
福
岡
藩
に
お
け
る
寺
院
の
把
握
数
の
差
違

で
あ
る
。
本
山
で
あ
る
西
本
願
寺
に
お
け
る
寺
院
の
認
定
は
寺
号
の
免
許
を
も
っ

て
な
さ
れ
る
。
文
化
三
年
の
本
山
の
把
握
す
る
寺
院
総
数
は
三
一
六
、
同
時
期
に

作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
御
国
中
寺
数
」
で
は
三
二
一
（
廃
寺
・
誤
記
を
含

む
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
化
三
年
以
降
の
寺
号
免
許
の
由
緒
を
持
つ
寺
院
は
表
1

中
で
分
か
る
だ
け
で
も
一
三
と
な
る
た
め
、
そ
の
差
違
は
さ
ら
に
開
く
。

こ
の
把
握
数
の
差
違
の
要
因
と
し
て
、
本
山
が
「
筑
前
国
」
と
し
て
数
量
の
把

握
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
、
藩
で
は
怡
土
郡
内
の
公
領
に
存
在
す
る
寺
院
を
除
外

し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
後
述
す
る
様
に
藩
が
寺
院
に
求
め
る
機
能
に
結
縁
と
宗
旨
改
が
あ
り
、

本
山
に
よ
る
寺
号
免
許
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
藩
は
そ
れ
を
執
行
し
得
る
（
も
し

く
は
か
つ
て
執
行
し
得
た
）
寺
院
や
道
場
を
一
括
し
て
寺
院
と
把
握
し
た
こ
と
も

要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
（12）

。

以
上
が
本
山
と
福
岡
藩
に
お
け
る
把
握
数
の
差
違
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

四
〇



が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
詳
細
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
今
後
の

課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

2

本
末
関
係

次
に
本
末
関
係
を
見
て
い
く
。
表
1
か
ら
、
筑
前
国
内
に
お
け
る
本
末
関
係
は

大
き
く
本
願
寺
、
興
正
寺
、
仏
照
寺
の
三
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。
本
願
寺
系
（
萬

行
寺
、
徳
栄
寺
、
光
専
寺
、
明
正
寺
）
二
八
一
、
興
正
寺
系
（
末
寺
京
都
端
坊
）

一
一
、
仏
照
寺
系
（
末
寺
小
倉
永
照
寺
、
永
照
寺
末
浄
福
寺
）
三
八
と
な
っ
て
い

る
。
本
願
寺
派
系
の
寺
院
の
展
開
も
確
認
で
き
る
が
、
興
正
寺
・
仏
照
寺
二
系
統

の
寺
院
の
分
布
は
、
遠
賀
一
五
、
鞍
手
一
四
、
嘉
麻
四
、
穂
波
一
と
福
岡
藩
の
東

四
郡
だ
け
で
そ
の
約
七
割
を
占
め
て
お
り
、
一
つ
の
特
徴
を
見
せ
て
い
る
。
遠
賀

郡
を
中
心
と
し
て
、
近
世
以
前
を
開
基
と
す
る
古
い
寺
院
が
い
く
つ
か
展
開
し
て

お
り
、
こ
れ
は
中
世
末
期
の
堺
商
人
と
の
結
び
つ
き
に
よ
る
瀬
戸
内
海
地
域
へ
の

教
線
の
伸
展
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
豊
前
・
豊
後
地
域
か
ら
の
伝
播
、
さ
ら
に
は
海

上
交
通
に
よ
る
芦
屋
や
博
多
と
い
っ
た
港
か
ら
の
伝
播
の
可
能
性
が
す
で
に
先
行

研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
（13）

が
、
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
真
宗
寺
院
の
広
が
り
は
当
初
東
四
郡
を
中
心
と
し
た
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
後
、
天
文
十
（
一
五
四
一
）
年
に
筑
前
国
内
で
七
一
の
末
寺
を
抱
え
る

萬
行
寺
が
博
多
に
建
立
さ
れ
、
そ
の
末
寺
が
博
多
に
近
い
早
良
・
那
珂
・
御
笠
・

粕
屋
郡
に
多
く
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
西
本
願
寺
系
の
寺
院
が
、

早
良
・
怡
土
・
志
摩
郡
に
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
開
基
や
寺
号
免
許
の
年
代
か

ら
黒
田
氏
の
筑
前
入
国
以
後
に
そ
の
拡
が
り
を
み
せ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

3

浄
土
真
宗
西
本
願
寺
派
の
触
頭

福
岡
藩
に
お
け
る
仏
教
各
宗
派
を
統
轄
す
る
触
頭
寺
院
は
、
宗
派
ご
と
に
一
〜

三
ヵ
寺
が
任
命
さ
れ
た
（14）

。
三
〇
〇
ヵ
寺
を
越
え
る
西
派
を
束
ね
る
触
頭
は
萬
行

寺
、
徳
栄
寺
、
光
専
寺
の
三
ヵ
寺
で
あ
っ
た
。

西
派
触
頭
三
ヵ
寺
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
鷺
山
氏
に
よ
っ
て
若
干
の
検

討
が
な
さ
れ
て
い
る
（15）

が
、
以
下
に
少
し
記
し
て
お
き
た
い
。

萬
行
寺
は
、
最
初
博
多
普
賢
堂
町
に
草
庵
を
結
び
、
そ
の
後
馬
場
町
（
萬
行
寺

前
町
）
に
一
寺
を
建
立
。
の
ち
現
所
在
地
で
あ
る
祇
園
町
へ
移
転
し
て
お
り
、
初

代
藩
主
黒
田
長
政
か
ら
触
頭
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
経
緯
を
示
す
史

料
を
あ
げ
る
。万

行
寺
触
頭
濫
觴

一
拙
寺
触
頭
之
儀
ハ
、
三
世
理
善
と
申
僧
大
ニ
御
法
義
弘
通
仕
、
隣
国
ニ
か
け

末
寺
百
ヶ
寺
余
り
出
来
仕
候
、
尚
其
頃

證
如
上
人
専
御
宗
風
御
興
隆
ニ

付
、
於
当
国
も
其
余
数
多
之
寺
起
立
仕
候
ニ
付
、
理
善
江
ハ
法
義
弘
通
之
為

御
称
誉

證
如
様
之
御
寿
像
拝
領
被

仰
付
、
猶
又
触
頭
役
を
も
同
時
ニ
被

仰
付
候
、
依
之

秀
吉
公
薩
摩
征
伐
之
砌
ハ
、

教
如
上
人
度
々
当
国
江
御

入
込
有
之
、
其
節
拙
寺
幷
妙
行
寺
江
御
達
書
数
通
御
当
ニ
相
成
居
申
候
、
然

処
五
世
正
海
ニ
至
り
慶
長
七
年
之
頃
表
裏
御
別
立
ニ
相
成
候
処
、
依
関
東
之

御
沙
汰
国
内
一
円
不
残
御
裏
方
御
末
寺
ニ
罷
成
申
候
、
然
処
正
海
儀
対

御

本
廟
冥
加
所
相
済
奉
存
、
当
国
領
主

長
政
江
相
歎

御
本
山
江
帰
参
御
取

計
之
儀
奉
願
候
処
尤
ニ
許
諾
有
之
、
関
東
参
勤
之
砌

公
義
伺
済
之
上
其
段

御
本
山
へ
被
申
入
候
処
、
則
御
引
請
相
済
以
前
之
通
帰
参
被

仰
付
候
、
則

四
一



慶
長
十
年
七
月
正
海
父
子
伏
見
へ
被
召
登
、
於
同
所
右
帰
参
国
内
一
円
取
計

相
済
候
段
被
相
達
、
且
又
如
古
来
弥
真
宗
一
派
之
可
為
触
頭
旨
蒙

命
、
以

来
無
相
違
寺
・
国
御
両
法
共
相
勤
罷
在
候
事

天
保
十
五
甲
辰
年
八
月

筑
前
万
行
寺

嶋
田
左
兵
衛
権
大
尉
殿

以
上
は
天
保
十
五（
一
八
四
四
）年
豊
前
四
日
市
御
坊
妙
満
寺
へ
出
役
の
際
に
、

本
山
家
司
嶋
田
左
兵
衛
正
辰
の
命
に
よ
り
提
出
を
命
ぜ
ら
れ
作
成
さ
れ
た
由
緒

書
（16）

の
写
し
か
ら
、
触
頭
濫
觴
の
箇
所
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
萬
行
寺
は
三
世
理
善
の
代
に
、
證
如
上
人
よ
り
筑
前
国
の
触
頭
役
を

任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
同
史
料
に
は
「
則
天
文
二
十
三
甲
寅
年

三
月
被
召
登
為
御
賞
誉

御
寿
像
拝
領
被
仰
付
、
且
又
触
頭
役
永
代
拙
寺
被
仰
付

ル
」と
あ
り
、
そ
れ
が
天
文
二
十
三（
一
五
五
四
）年
で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

そ
の
後
慶
長
七
（
一
六
〇
二
）
年
に
は
、
一
旦
筑
前
国
内
一
円
の
真
宗
寺
院
が
東

派
へ
転
派
と
な
り
、
そ
れ
を
受
け
て
五
世
正
海
が
西
派
帰
参
を
黒
田
長
政
へ
歎

願
、
長
政
の
仲
介
に
よ
っ
て
西
派
へ
統
一
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（17）

。
慶
長
十
年
に

京
都
に
お
い
て
長
政
か
ら
西
派
へ
の
帰
参
の
取
り
計
ら
い
が
済
ん
だ
と
の
話
が
あ

り
、
ま
た
従
来
通
り
触
頭
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
萬
行
寺
は
、
当
初
本
山
よ
り
触
頭
を
拝
命
し
、
改
派
の
際
に
は
触
頭
の

立
場
を
利
用
し
て
長
政
へ
の
歎
願
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
改
め
て
長
政
よ
り

真
宗
一
派
の
触
頭
に
任
命
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

徳
栄
寺
は
福
岡
大
工
町
に
あ
り
、
こ
ち
ら
も
長
政
よ
り
触
頭
に
任
命
さ
れ
て
い

る
。『
附
録
』
に
「
慶
長
十
三
年
本
堂
成
就
せ
し
か
は
…
同
十
五
年
准
如
上
人
よ

り
徳
栄
寺
と
云
寺
号
を
ゆ
る
さ
れ
、
是
は
公
よ
り
本
山
に
御

頼
あ
り
し
と
い
へ
り

此
寺
代
々
真
宗
西
派
の
号

令
を
司
と
る
…
」
と
あ
る
（18）

。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
徳
栄
寺
の
触
頭
任
命
は
慶
長

十
五
（
一
六
一
〇
）
年
で
あ
り
、
寺
号
の
免
許
は
長
政
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
触
頭
へ
の
任
命
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、

徳
栄
寺
の
開
基
光
心
は
、
黒
田
如
水
の
弟
黒
田
市
右
衛
門
で
あ
る
と
の
説
が
あ

り
（19）

、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
も
「
光
心
は
生
国
播
州
の
人
に
て
、
此
僧
を
如

水
公
、
長
政
公
も
と
よ
り
知
玉
ひ
し
故
」（20）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
黒
田
家
と
の
繋

が
り
が
触
頭
任
命
に
影
響
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

光
専
寺
は『
附
録
』に
慶
長
年
中
に
長
政
か
ら
福
岡
薬
院
町
に
寺
地
を
拝
領
し
、

延
宝
年
中
に
「
真
宗
西
派
の
号
令
を
司
と
る
」（21）
と
見
え
る
が
、
延
宝
以
前
の
天

和
二
年
に
三
代
藩
主
黒
田
光
之
よ
り
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
鷺
山
氏
に
よ
り
指
摘
さ

れ
て
い
る
（22）

。
ま
た
『
黒
田
家
譜
』
に
、「
此
寺
桂
壽
院
の
位
牌
養
照
院

の
御
母
新
見
太
郎

兵
衛
同
御

弟

墳
墓
あ
る
」（23）
と
あ
る
。
桂
壽
院
は
光
之
の
実
母
養
照
院
の
母
で
光
之

か
ら
見
る
と
祖
母
に
あ
た
る
。
新
見
太
郎
兵
衛
は
叔
父
で
嶋
原
の
乱
で
討
死
し
て

い
る
。
こ
の
事
か
ら
触
頭
任
命
の
理
由
と
し
て
、
光
之
の
祖
母
、
叔
父
の
菩
提
寺

で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
触
頭
三
ヵ
寺
に
つ
い
て
そ
の
任
命
の
経
緯
を
見
て
来
た
。
萬
行
寺
の
触

頭
任
命
は
本
山
が
先
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
長
政
が
追
認
し
て
お
り
、
徳
栄
寺

の
任
命
と
は
事
情
を
異
に
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
長
政
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
光
専
寺
の
触
頭
任
命
は
時
代
的
に
も
下
る
が
、
三
代
藩
主
光
之
と
の

繫
が
り
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
様
に
福
岡
藩
に
お
け
る
西
派
の
触
頭
は
、
本
山
の
設
定
し
た
触
頭
を
追
認

し
た
萬
行
寺
の
例
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
近
世
初
期
に
お
い
て
藩
側
（
藩
主
）
の
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意
向
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
光
専
寺
の
任
命
時
期

が
、
天
和
二
年
と
他
の
二
ヵ
寺
よ
り
も
遅
い
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
現
時
点

で
は
新
見
太
郎
兵
衛
が
寛
永
十
五
（
一
六
三
八
）
年
、
桂
壽
院
が
万
治
二
（
一
六

五
九
）
年
に
死
去
し
、
そ
の
菩
提
寺
と
な
っ
た
点
以
外
に
そ
の
理
由
を
見
出
す
こ

と
が
出
来
な
い
。

福
岡
藩
に
お
け
る
他
宗
派
の
触
頭
就
任
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
日
蓮

宗
で
は
触
頭
が
固
定
せ
ず
、
そ
の
就
任
に
際
し
て
、
藩
（
藩
主
）
の
意
向
は
反
映

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（24）

。
ま
た
浄
土
宗
鎮
西
派
で
は
、
少
林
寺
が
慶
長
八
（
一
六

〇
三
）
年
、
圓
應
寺
が
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
に
触
頭
と
な
る
（25）

が
、
就
任
が

藩
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
藩
主
の
意
向
が
反
映

さ
れ
る
西
派
と
は
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
二
章

藩
に
よ
る
寺
院
統
制

1

触
頭
の
役
割

三
〇
〇
ヵ
寺
を
越
え
る
福
岡
藩
内
の
西
派
寺
院
は
、
萬
行
寺
・
徳
栄
寺
・
光
専

寺
の
触
頭
三
ヵ
寺
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
て
い
た
。
触
頭
は
福
岡
藩
・
本
山
西
本
願

寺
か
ら
の
触
下
寺
院
へ
の
命
令
を
伝
達
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
触
下
寺
院
か
ら
藩

や
本
山
へ
提
出
す
る
願
書
等
を
申
達
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
藩

と
の
関
係
に
限
定
し
て
述
べ
て
い
く
。

萬
行
寺
が
所
蔵
す
る
史
料
に
「〔
触
頭
諸
役
目
留
帳
〕」（26）
が
あ
る
。
こ
れ
は
藩

に
提
出
す
る
書
類
の
案
文
の
他
、
触
下
寺
院
へ
の
廻
達
文
書
や
そ
の
他
作
成
書
類

の
例
文
や
控
な
ど
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
中
で
は
寛
政
九
（
一
七
九
七
）

年
か
ら
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
ま
で
の
元
号
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

の
た
め
少
な
く
と
も
寛
政
期
以
降
に
作
成
さ
れ
、
明
治
初
年
ま
で
に
随
時
追
加
・

修
正
が
行
な
わ
れ
な
が
ら
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
所
載
さ
れ
る
全
一

四
七
項
目
に
つ
い
て
、
書
類
の
内
容
ご
と
に
分
類
を
行
い
、
提
出
先
、
触
頭
に
よ

る
取
り
次
ぎ
の
有
無
な
ど
を
一
覧
化
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。
項
目
名
と
提
出

先
は
史
料
の
表
記
通
り
と
し
た
。

こ
の
藩
へ
の
提
出
書
類
か
ら
、
藩
に
よ
る
寺
院
統
制
の
在
り
方
を
う
か
が
う
こ

と
が
出
来
る
が
、
ま
ず
は
住
職
の
上
京
に
際
し
て
の
提
出
書
類
を
例
に
触
頭
の
役

割
を
確
認
し
て
い
く
。

各
寺
院
の
住
職
が
登
京
す
る
際
に
は
、
ま
ず
表
2
中
【
1
】
の
書
類
を
作
成
す

る
こ
と
に
な
る
。
書
類
か
ら
上
京
す
る
寺
院
の
住
職
か
ら
触
頭
三
ヵ
寺
宛
に
申

請
、
そ
れ
を
受
け
て
触
頭
の
連
名
に
よ
り
寺
社
奉
行
に
宛
て
て
書
類
が
作
成
・
提

出
さ
れ
、
往
来
切
手
の
発
行
を
願
い
出
た
こ
と
が
分
か
る
。

【
1
】

往
来
御
切
手
申
受
書
物
之
事

一
拙
僧
儀
京
都
西
本
願
寺
江
就
用
事
罷
登
申
度
奉
存
候
、
依
之
今
日
ゟ
日
数
何

百
日
切
之
往
来
御
切
手
被
仰
受
可
被
下
候
、
尤
京
・
大
坂
両
御
蔵
本
江
罷
登

次
第
相
届
可
申
候
、
罷
下
り
候
節
も
右
同
前
ニ
相
届
可
申
候
、
右
之
日
数
無

間
違
罷
下
り
御
切
手
指
上
可
申
候
、
為
其
書
物
如
件

何
郡
何
村

年
号
月
日

何
寺
印
判

法
名
書
判

三
ヶ
寺
江
当

四
三



右
之
通
遂
詮
儀
相
違
之
儀
無
御
座
候
、
何
寺
願
之
通
何
百
日
切
之
往
来
御
切

手
御
出
シ
可
被
下
候
、
右
之
僧
同
所
へ
居
留
り
仕
儀
ニ
て
は
無
御
座
候
、
若

御
定
之
日
数
延
引
仕
候
ハ
ヽ
早
速
呼
戻
シ
可
申
候
、
尤
罷
帰
り
候
て
早
速
御

切
手
指
上
さ
せ
可
申
候
、
彼
僧
ニ
付
出
入
之
義
御
座
候
ハ
ヽ
、
何
時
も
拙
僧

共
申
披
可
仕
候
、
為
其
奥
書
如
件

同
年
月

三
ヶ
寺
印
判

法
名
書
判

寺
社奉

行
衆
江
当

【
1
】
と
同
時
に
、
触
頭
か
ら
住
職
掛
持
の
許
可
願
で
あ
る
【
2
】
を
作
成
し
、

さ
ら
に
掛
持
を
担
当
す
る
寺
院
の
住
職
か
ら
【
3
】
が
作
成
さ
れ
、
二
通
共
に
宗

旨
奉
行
宛
に
提
出
さ
れ
た
。

【
2
】

一
何
郡
何
村
何
寺
住
持
何
某
儀
、
何
百
日
切
手
往
来
御
切
手
相
願
、
京
都
西
本

願
寺
江
就
用
事
罷
登
申
候
、
依
之
帰
寺
仕
候
迄
何
郡
何
村
何
寺
住
持
何
某
江

掛
持
申
付
度
候
間
、
願
之
通
被
仰
付
可
被
下
候
、
尤
何
寺
旦
那
中
死
人
有
之

刻
何
某
結
縁
仕
候
様
御
証
拠
御
出
可
被
下
候
、
為
証
拠
如
件

年
号
月
日

三
ヶ
寺
印
判

法
名
書
判

宗
旨
奉
行
衆
江
当
ル

【
3
】

仕
上
ル
書
物
之
事

一
何
郡
何
村
何
寺
住
持
何
某
儀
、
京
都
西
本
願
寺
江
就
用
事
罷
登
申
候
、
依
之

帰
国
被
仕
候
迄
拙
僧
掛
持
被
仰
付
奉
得
其
意
候
、
寺
役
念
を
入
相
勤
可
申

候
、
何
寺
旦
那
中
死
人
於
有
之
ハ
拙
僧
結
縁
可
仕
候
、
尤
其
節
死
骸
慥
ニ
見

届
、
結
縁
無
異
儀
通
証
拠
判
形
仕
、
死
人
有
之
町
ハ
年
寄
、
在
郷
ハ
庄
屋
・

組
頭
方
江
可
遣
之
候
、
勿
論
何
某
帰
寺
仕
候
節
ハ
唯
今
申
請
候
御
証
拠
返
進

可
仕
候
、
為
後
日
書
物
如
件

年
号

何
寺
何
村

月
日

何
寺
印
判

法
名
書
判

宗
旨奉

行
衆
江
当

以
上
か
ら
住
職
の
他
所
へ
の
往
来
に
際
し
て
は
、
寺
社
奉
行
へ
往
来
切
手
の
発

行
を
、
宗
旨
奉
行
へ
留
守
の
寺
院
を
管
理
す
る
住
職
の
掛
持
に
つ
い
て
、
触
頭
を

通
し
て
願
い
出
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
表
2
の
【
5
】
と
【
6
】
か
ら
も
、

住
職
の
相
続
に
際
し
て
、
触
頭
か
ら
寺
社
奉
行
へ
の
出
願
が
行
わ
れ
、
そ
の
認
可

後
に
各
寺
院
よ
り
宗
旨
奉
行
へ
書
類
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
以
下
の
鳴
物
停
止
の
布
達
か
ら
、
出
願
や
書
類
提
出
と
同
様
に
、
藩
か

ら
の
布
達
が
触
頭
を
介
し
て
各
寺
院
へ
伝
達
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

御
老
中
戸
田
采
女
正
様
御
卒
去
之
段
御
到
来
有
之
候
、
就
右
今
廿
日
ゟ
鳴
物
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三
日
停
止
被
仰
付
候
、
尤
普
請
ハ
不
苦
候
、
其
段
可
被
相
触
候

（
文
化
二
年
）

五
月
廿
日

右
御
触
之
趣
被
得
其
意
触
下
中
江
も
可
被
相
触
候
、
以
上

高
屋
久
右
衛
門

五
月
廿
日

四
宮
甚
太
夫

諸
宗
寺
院

触
頭
寺
江
当
ル
（27）

こ
の
様
に
触
頭
寺
院
の
役
割
は
、
藩
に
よ
る
各
寺
院
の
管
理
・
統
制
や
情
報
の

伝
達
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
改
め
て
表
2
を
見

て
み
る
と
、
藩
へ
の
書
類
の
提
出
先
の
多
く
が
、
大
き
く
寺
社
奉
行
と
宗
旨
奉
行

に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
下
、
寺
社
奉
行
と
宗
旨
奉
行
へ
提
出
さ

れ
る
書
類
か
ら
藩
に
よ
る
統
制
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
表
2

を
確
認
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
提
出
さ
れ
る
書
類
の
ほ
と
ん
ど
が
、【
133
】
の
横

死
人
の
処
理
な
ど
の
個
別
事
案
に
対
す
る
伺
や
願
書
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
以
下

に
見
て
い
く
作
成
書
類
も
平
時
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

2

寺
社
奉
行
宛
の
作
成
書
類

表
2
か
ら
、
寺
社
奉
行
宛
の
作
成
書
類
の
内
容
が
、
法
用
な
ど
に
よ
る
国
外
へ

の
往
来
【
1
、
4
、
17
、
26
、
28
、
31
、
88
】、
往
来
の
日
延
願
【
21
、
22
】、
隠

居
や
相
続
【
5
、
14
、
23
、
24
、
37
な
ど
】、
他
国
僧
の
領
内
へ
の
逗
留
【
34
】

や
居
住
【
35
】、
他
国
へ
の
僧
の
転
出
【
45
、
114
】
や
出
奔
【
144
、
146
】
と
い
っ

た
寺
内
人
員
の
国
外
へ
の
移
動
や
増
減
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
、
さ
ら
に
普
請
【
16
、
143
】
に
関
す
る
願
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
ら
寺
社
奉
行
へ
の
書
類
は
、
基
本
的
に
触
頭
三
ヵ
寺
連
名
で
作
成
さ

れ
て
お
り
、
触
下
寺
院
か
ら
直
接
寺
社
奉
行
へ
提
出
す
る
形
が
取
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
は
藩
に
よ
る
寺
院
管
理
の
在
り
方
が
、
触
頭
を
通
し
た
間
接
的
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

表
2
で
は
寺
社
奉
行
宛
の
書
類
以
外
に
、
寺
社
役
所
へ
宛
て
ら
れ
た
書
類
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
触
頭
の
国
内
移
動
【
78
、
100
〜
102
】
と
届

出
（
報
告
）【
54
、
56
、
57
、
82
な
ど
】
類
で
あ
る
。
奉
行
宛
で
な
い
理
由
は
、

触
頭
の
国
内
移
動
が
一
ヵ
寺
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
残
り
二
ヵ
寺
に
よ
る
職
務
の

代
替
執
行
が
可
能
で
あ
り
、
届
出
（
報
告
）
の
場
合
と
同
様
に
寺
社
奉
行
に
よ
る

書
類
提
出
後
の
判
断
・
指
示
を
要
し
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
寺
社
奉
行
は
触
頭
を
媒
介
と
し
て
、
建
物
と
し
て
の
寺
院

の
維
持
・
管
理
、
各
寺
院
内
の
住
職
を
初
め
と
す
る
人
柄
の
把
握
を
行
っ
て
お

り
、
特
に
人
柄
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
住
職
の
相
続
や
隠
居
の
外
は
、
領
外
へ
の

移
動
や
転
出
、
領
外
よ
り
の
転
住
な
ど
対
外
的
な
問
題
を
含
む
事
案
に
つ
い
て
の

書
類
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
、
作
成
書
類
中
に
宗
義
に
関
連
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
も
、
統
制

の
目
的
が
各
寺
院
を
宗
教
施
設
と
し
て
管
理
・
把
握
す
る
こ
と
に
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

3

宗
旨
奉
行
宛
の
作
成
書
類

宗
旨
奉
行
へ
の
作
成
書
類
は
、
証
拠
【
65
、
68
、
69
、
77
、
120
、
133
】、
住
職
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の
掛
持
【
2
、
3
、
7
〜
10
、
19
、
27
、
32
、
33
、
60
な
ど
】、
相
続
【
6
、
15
、

18
、
25
、
30
、
38
な
ど
】
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
縁
や
宗
旨
改
め
た
め

の
請
け
払
い
の
証
拠
の
外
、
住
職
の
寺
院
の
掛
持
や
相
続
に
関
す
る
書
類
が
大
半

を
占
め
る
。

先
出
の
往
来
に
際
し
て
の
掛
持
の
願
書
【
2
、
3
】
か
ら
、
住
職
の
掛
持
の
目

的
が
結
縁
の
執
行
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。結
縁
に
際
し
て
は
結
縁
証
拠【
65
】

が
作
成
さ
れ
る
。
宗
旨
改
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
宗
旨
改
帳
に
記
載
さ
れ
る
人
柄

が
死
去
し
た
際
、
死
亡
を
確
認
し
た
住
職
に
よ
っ
て
作
成
・
提
出
さ
れ
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
帳
面
か
ら
そ
の
人
柄
が
削
除
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
宗
旨
改
帳
の
管
理
を

担
当
す
る
宗
旨
奉
行
に
宛
て
る
形
で
結
縁
証
拠
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

掛
持
や
相
続
の
書
類
が
提
出
さ
れ
る
の
も
、
宗
旨
改
の
際
に
各
寺
院
に
対
し
て

人
別
証
拠
の
作
成
、
宗
旨
改
帳
へ
の
押
印
・
署
名
が
そ
の
役
割
と
し
て
与
え
ら
れ

て
お
り
（28）

、
そ
の
執
行
に
あ
た
る
住
職
の
確
定
に
必
要
な
た
め
で
あ
る
。

ま
た
相
続
に
関
す
る
書
類
は
寺
社
奉
行
に
も
提
出
さ
れ
て
お
り
、
寺
院
の
管

理
、
人
柄
の
把
握
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
宗
旨
奉
行
へ
の
提
出
は
、
同
じ

相
続
に
関
す
る
書
類
で
あ
っ
て
も
、
宗
旨
改
に
際
す
る
証
拠
の
作
成
や
押
印
・
署

名
の
担
い
手
の
管
理
へ
と
そ
の
意
味
合
い
が
変
化
す
る
。
そ
れ
は
寺
社
奉
行
に
提

出
す
る
書
類
【
5
】
が
触
頭
三
ヵ
寺
の
連
名
が
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
旨
奉

行
に
提
出
す
る
書
類
【
6
】
に
は
そ
れ
が
無
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

こ
の
様
に
宗
旨
奉
行
へ
の
書
類
の
提
出
は
宗
旨
改
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の

目
的
が
宗
旨
改
の
執
行
や
そ
の
担
い
手
の
管
理
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

第
三
章

統
制
担
当
の
奉
行

1

寺
社
奉
行

先
に
寺
院
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
書
類
か
ら
、
各
寺
院
が
触
頭
を
媒
介
と
し
て

寺
社
奉
行
と
宗
旨
奉
行
に
よ
る
管
理
・
統
制
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
本
章
で
は
、
そ
の
寺
院
統
制
を
担
っ
た
両
奉
行
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
き

た
い
と
思
う
。

ま
ず
寺
社
奉
行
を
見
て
い
く
。
江
戸
幕
府
に
よ
る
職
制
と
し
て
の
寺
社
奉
行
の

設
置
は
寛
永
十
二
（
一
六
三
五
）
年
で
あ
る
。
福
岡
藩
に
お
い
て
も
、
幕
府
の
設

置
に
伴
っ
て
寺
社
奉
行
を
置
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
設
置
の
具
体
的
な
年

代
は
分
か
っ
て
い
な
い
。『
黒
田
家
譜
』
に
は
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
の
記
述

に
寺
社
奉
行
と
し
て
三
宅
八
右
衛
門
（
五
〇
四
石
余
、
馬
廻
組
）
と
花
房
傳
左
衛

門
（
五
〇
〇
石
、
馬
廻
組
）
の
二
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（29）

。

ま
た
『
福
岡
県
史
』
に
「
町
奉
行
の
一
人
が
、
寺
社
奉
行
を
兼
帯
し
た
」（30）
と

の
記
述
も
あ
り
、
以
下
の
史
料
か
ら
も
、
町
奉
行
が
寺
社
方
を
兼
帯
し
た
こ
と
が

分
か
る
。
布
達
元
の
記
述
が
「
町
奉
行
」
と
「
寺
社
兼
帯
町
奉
行
」
書
き
分
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
化
二
年
に
お
い
て
は
町
奉
行
の
職
掌
に
寺
社
の
統
制
が

含
ま
れ
る
た
め
「
兼
帯
」
と
記
さ
れ
ず
、
文
久
三
年
で
は
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め

「
兼
帯
」
と
記
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

高
屋
久
右
衛
門
儀
今
日
御
町
奉
行
被
仰
付
候
、
被
得
其
意
触
下
中
江
も
可
被

相
達
候
、
已
上

四
宮
甚
太
夫
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（
文
化
二
年
）

四
月
十
日

称
名
寺
ゟ
来
ル
、
東
長
寺
送
り
遣
ス

（
中
略
）

内
記
殿
依
願
今
十
一
日
隠
居
被
仰
付
候
、
此
段
向
寄
ニ
可
相
達
旨
御
月
番
隼

人
殿
被
仰
聞
候
、
其
御
心
得
御
同
役
中
被
仰
談
組
支
配
江
も
可
被
相
達
候
、

以
上

大
目
附

右
御
触
之
趣
被
得
其
意
触
下
中
江
も
可
被
相
達
候
、
以
上

高
屋
久
右
衛
門

十
月
十
二
日

四
宮
甚
太
夫

酉
ノ
中
刻
東
長
寺
ゟ
来
ル
、
即
時
大
乗
寺
江
送
り
遣
ス
（31）

山
城
儀
今
廿
六
日
被
賞
勤
労
、
出
格
之

思
召
を
以

御
称
号
被
下
候
、
此

段
向
寄
ニ
可
被
相
達
候
事

（
文
久
三
年
）

八
月

右
之
趣
被
得
其
意
配
下
中
江
も
向
寄
可
被
相
達
候
事

寺
社
兼
帯

八
月
廿
七
日

町
奉
行

当
市
中
寺
院
江
当
ル
（32）

町
奉
行
な
い
し
は
寺
社
兼
帯
町
奉
行
に
よ
っ
て
寺
院
の
統
制
が
行
わ
れ
る
理
由

と
し
て
は
、
福
岡
藩
に
お
け
る
諸
宗
派
寺
院
の
触
頭
が
ほ
ぼ
福
岡
・
博
多
両
町
に

所
在
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
寺
社
奉
行
に
よ
る
領
内

の
寺
院
の
統
制
は
触
頭
を
媒
介
と
し
て
間
接
的
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
各
寺

院
を
直
接
に
統
轄
す
る
触
頭
の
殆
ど
が
福
博
両
町
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
町
の
統

制
を
担
当
す
る
町
奉
行
が
職
務
を
兼
帯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
様
に
福
岡
藩
に
お
け
る
寺
社
奉
行
は
、
町
奉
行
と
不
可
分
の
関
係
に
あ

り
、
寺
社
奉
行
単
体
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
寺
社
奉
行
単
独
の
設
置
や
町

奉
行
と
の
兼
帯
の
問
題
な
ど
、
そ
の
時
代
的
な
変
遷
を
含
め
、
実
態
の
解
明
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

2

宗
旨
奉
行

福
岡
藩
に
お
け
る
宗
旨
奉
行
は
、
寛
文
四
（
一
六
五
六
）
年
に
幕
府
が
各
藩
へ

布
達
し
た
「
耶
蘇
宗
門
禁
制
覚
書
」（33）
で
、
専
任
の
役
人
を
置
く
よ
う
定
め
ら
れ

た
こ
と
に
始
ま
る
。
翌
五
年
に
は
宗
旨
奉
行
と
し
て
三
宅
八
右
衛
門
・
船
田
久
右

衛
門
の
二
名
が
任
命
さ
れ
て
い
る
（34）

。
設
置
初
期
段
階
の
宗
旨
奉
行
に
つ
い
て
は

明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
近
世
中
期
以
降
の
宗
旨
奉
行
を
表
3
と
し
て
ま
と
め

た
。
交
替
を
繰
り
返
し
な
が
ら
二
名
体
制
が
と
ら
れ
て
お
り
、
一
部
例
外
は
あ
る

も
の
の
、
任
命
は
馬
廻
組
か
ら
で
あ
る
。「
文
化
十
四
分
限
帳
」
に
よ
る
と
城
代

組
か
ら
任
命
さ
れ
る
役
職
と
し
て
宗
旨
奉
行
の
名
前
が
見
え
る
が
（35）

、
表
3
で
分

か
る
よ
う
に
奉
行
は
馬
廻
組
か
ら
の
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
限
帳
の
記
述
と

表
3
の
齟
齬
の
理
由
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

さ
ら
に
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
に
は
宗
旨
改
の
担
当
が
郡
代
へ
と
改
め
ら
れ

て
い
る
（36）

。
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一
宗
旨
御
改
之
儀
御
郡
代
様
御
改
被
成
、
一
式
・
未
進
判
共
ニ
御
し
ら
へ
御
仕

廻
せ
被
成
、
其
上
宗
旨
御
奉
行
へ
御
渡
成
候
御
仕
組
ニ
成
候
事
、
寛
延
四
年

未
四
月
御
触
、
宗
旨
方
組
付
も
減
シ
申
筈
ニ
て
、
御
郡
代
ゟ
御
改
、
其
外
一

式
御
仕
廻
被
成
候

こ
の
措
置
は
一
時
的
な
も
の
で
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
に
は
元
に
復
す
る
わ
け

だ
が
、
こ
れ
は
寛
保
〜
寛
延
期
に
行
わ
れ
た
農
村
支
配
機
構
の
改
革
の
一
端
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
改
革
で
は
、
経
費
の
削
減
を
図
り
、
農
村
支
配
の
成
果
を
あ
げ
る

た
め
、
農
村
支
配
機
構
の
一
元
化
に
よ
る
集
中
・
合
理
化
を
企
図
し
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（37）

。
こ
の
郡
代
に
よ
る
宗
旨
改
も
、
こ
の
集
中
・
合
理
化
の
一
端

と
し
て
、
年
貢
の
増
徴
に
向
け
た
郡
代
に
よ
る
直
接
的
な
人
柄
把
握
の
た
め
の
試

み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
時
的
と
は
い
え
、
宗
旨
奉
行
は
宗
旨
改
帳
の
管
理
に
そ
の
職
務

が
限
定
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に
享
保
十
九
（
一
七
三
四
）
年
以
降
、
宗
旨
改
に
お

け
る
該
当
者
の
改
め
場
へ
の
出
頭
が
免
除
（
庄
屋
・
組
頭
・
年
寄
へ
の
限
定
）
さ

れ
て
お
り
、
相
対
的
に
宗
旨
奉
行
の
重
要
度
は
低
下
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
表

3
に
見
え
る
隠
居
に
よ
る
退
役
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
福
岡
藩
に
お
け
る
宗
旨
奉

行
の
重
要
度
の
低
さ
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

（
前
略
）
郡
浦
町
組
合
判
仕
候
者
人
別
不
残
御
改
場
所
江
罷
出
、
私
共
見
届
来

居
申
候
処
、
為
御
厭
人
別
罷
出
候
儀
被
相
止
、
享
保
十
九
年
以
来
庄
屋
・
組
頭

計
場
所
江
罷
出
、
其
外
之
者
ハ
庄
屋
・
組
頭
手
前
ニ
て
判
形
見
届
候
様
被

仰

付
、
是
迄
之
通
ニ
御
座
候
、
幷
町
々
は
宝
暦
十
二
年
組
頭
被
相
止
候
ニ
付
、
年

寄
計
御
改
場
所
江
罷
出
血
判
仕
候
、
町
内
之
者
ハ
其
町
之
年
寄
手
元
ニ
て
人
別

判
形
見
届
申
候
、
尤
古
来
之
御
書
出
ニ
年
寄
・
五
人
組
之
御
座
候
ハ
町
々
ニ
て

年
寄
・
組
頭
と
相
唱
申
候
付
、
唯
今
之
通
組
頭
無
御
座
候
て
ハ
、
前
々
ゟ
之
御

定
法
ニ
は
違
居
申
候
（38）

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
浄
土
真
宗
西
派
寺
院
に
残
さ
れ
た
史
料
を
使
い
、
寺
社
奉
行
・
宗

旨
奉
行
の
二
者
に
宛
て
に
作
成
さ
れ
る
書
類
を
通
し
て
、
福
岡
藩
に
お
け
る
寺
院

統
制
の
在
り
方
を
見
て
き
た
。

福
岡
藩
領
内
に
存
在
す
る
三
〇
〇
ヵ
寺
を
越
え
る
西
派
寺
院
は
、
福
岡
藩
に
よ

る
管
理
・
統
制
が
行
わ
れ
る
以
前
か
ら
、
そ
の
教
線
を
伸
展
さ
せ
て
い
た
。
当
初

は
そ
の
伝
播
の
在
り
方
か
ら
遠
賀
・
鞍
手
・
嘉
麻
・
穂
波
の
東
四
郡
を
中
心
と
し

て
拡
が
り
を
見
せ
、
触
頭
で
あ
る
博
多
萬
行
寺
の
建
立
と
前
後
し
な
が
ら
西
郡
へ

も
展
開
し
、
領
内
全
域
に
そ
の
分
布
を
拡
大
さ
せ
た
。
そ
の
領
内
寺
院
を
藩
の
意

向
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
触
頭
で
あ
る
萬
行
寺
・
徳
栄
寺
・
光
専
寺
の
三
ヵ
寺
の

媒
介
に
よ
っ
て
、
間
接
的
な
統
制
を
行
っ
た
。

寺
社
奉
行
は
各
寺
院
の
建
造
物
と
し
て
の
維
持
・
管
理
と
人
柄
の
把
握
を
行

い
、
人
が
移
動
す
る
こ
と
に
付
随
す
る
福
岡
藩
領
外
と
の
間
で
想
定
さ
れ
る
人
柄

の
帰
属
の
問
題
を
把
握
し
、
問
題
が
起
き
た
場
合
に
迅
速
な
処
理
を
行
う
た
め
、

書
類
の
作
成
・
提
出
を
求
め
た
。

宗
旨
奉
行
は
、
福
岡
藩
に
と
っ
て
重
要
度
の
低
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
幕
府
に

よ
っ
て
宗
門
改
制
度
の
徹
底
を
企
図
さ
れ
、
設
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
職
で
あ
り
、

四
八



そ
の
意
味
か
ら
寛
延
四
年
に
郡
代
へ
宗
旨
改
の
担
当
が
変
更
に
な
っ
た
際
も
、
廃

止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宗
旨
奉
行
に
よ
る
統
制
は
寺
院
自
体
の
管
理
に
な

く
、
そ
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
宗
旨
改
を
滞
り
な
く
執
行
す
る
た
め
の
担
い
手
の

管
理
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
各
寺
院
に
は
宗
旨
改
の
担
い
手
で
あ
る
住
職
の
確
定

に
必
要
な
書
類
の
作
成
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
岡
藩
に
お
け
る
寺
院
の
統
制
と
は
、
触
頭
制
度
を
利
用
し
た

寺
社
奉
行
と
宗
旨
奉
行
の
両
奉
行
に
よ
る
二
重
の
管
理
体
制
に
あ
っ
た
わ
け
だ

が
、
各
寺
院
の
両
奉
行
に
よ
る
統
制
の
意
味
に
は
格
段
の
差
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

宗
旨
奉
行
の
統
制
が
、
本
来
宗
派
の
活
動
と
無
関
係
な
宗
旨
改
の
た
め
で
あ
る
こ

と
に
比
べ
、
寺
社
奉
行
の
統
制
が
相
続
や
隠
居
、
法
用
に
よ
る
移
動
と
い
っ
た
寺

院
の
存
続
や
活
動
そ
の
も
の
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
た
め
特
に
寺
社
奉
行
の
統
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
非
常
時
の
対
応
も
含
め

て
包
括
的
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
浄
土
真
宗
で
は
妻
帯
が
許
可
さ
れ
、
住
職
の
相
続
に
関
し
て
も
世
襲
の
形

を
と
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
相
続
に
関
す
る
書
類
に
お
い
て
他
宗
派
で

の
作
成
に
相
違
が
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
領
内
寺
院
を
統
一
的
に
統
制
す
る

上
で
宗
派
別
の
対
応
の
変
化
は
想
定
し
づ
ら
い
が
、
他
宗
派
と
の
間
の
統
制
の
在

り
方
の
差
違
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
無
も
含
め
て
今
後
確
認
の
必
要
が
あ
る
。

今
回
は
福
岡
藩
に
お
け
る
西
派
の
寺
院
を
素
材
に
寺
社
・
宗
旨
両
奉
行
に
限
定

す
る
形
で
、
平
時
の
統
制
の
在
り
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
統
制
を

担
当
す
る
寺
社
・
宗
旨
両
奉
行
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
く
、
数
多

く
の
問
題
点
を
残
し
た
ま
ま
と
な
っ
た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
ひ
と
ま
ず
筆
を

擱
く
こ
と
に
し
た
い
。

註（1）

広
渡
氏
の
研
究
と
し
て
、『
博
多
承
天
寺
史
』（
文
献
出
版
、
一
九
七
七
）、『
英
彦

山
信
仰
史
の
研
究
』（
文
献
出
版
、
一
九
九
四
）、『
筑
前
1
宮
住
吉
神
社
史
』（
文
献

出
版
、
一
九
九
七
）、『
香
椎
宮
史
』（
文
献
出
版
、
一
九
九
七
）、『
筥
崎
宮
史
』（
文

献
出
版
、
一
九
九
九
）、「
福
岡
藩
の
寺
社
支
配
の
一
考
察
」（『
福
岡
県
史

近
世
研

究
編

福
岡
藩
（
三
）』、
福
岡
県
、
一
九
八
七
）、『
福
岡
県
史

通
史
編

福
岡
藩

文
化
()上
』
第
三
章
宗
教
（
福
岡
県
、
一
九
九
三
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（2）

筑
紫
女
学
園
大
学
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、『
本
願
寺
展
』（
九

州
国
立
博
物
館
に
お
い
て
平
成
一
九
年
開
催
）
の
開
催
に
向
け
て
設
置
さ
れ
る
。
現

在
も
活
動
は
継
続
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
調
査
成
果
は
『
西
国
浄
土
真
宗
文
化

財
調
査
研
究
報
告
書
（
一
）
〜
（
三
）』、『
九
州
真
宗
の
源
流
と
水
脈
』（
法
蔵
館
、

二
〇
一
四
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（3）

博
多
萬
行
寺
の
調
査
成
果
は
福
岡
市
文
化
財
叢
書
第
四
集
『
浄
土
真
宗
萬
行
寺
資

料
・
浄
土
真
宗
光
専
寺
資
料
』（
福
岡
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
五
）
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。

（4）

九
州
大
学
附
属
図
書
館
中
央
図
書
館
蔵
。

（5）

伊
東
尾
四
郎
編
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
七
輯
所
収
（
名
著
出
版
、
一
九
七
二
年
）。

（6）

大
田
資
料
九
六
、
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
。

（7）

旧
市
史
編
纂
資
料
五
九
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
。

（8）

川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
上
巻
（
文

献
出
版
、
一
九
七
八
）、
二
〇
〇
頁
。

（9）

後
掲
註
（12）
参
照
。

四
九



（10）

前
掲
註
（8）
七
四
頁
。

（11）

本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、

一
九
六
八
）
二
〇
七
〜
二
一
〇
頁
。
た
だ
し
、
天
文
年
間
、
元
和
九
年
の
数
字
に
つ

い
て
は
、
典
拠
と
す
る
史
料
の
性
格
や
一
部
欠
落
の
状
況
か
ら
概
数
の
提
示
に
留
ま

る
旨
の
注
記
が
な
さ
れ
て
お
り
、
以
降
の
数
字
は
実
数
を
表
す
と
の
注
記
が
な
さ
れ

て
い
る
。

（12）

志
摩
郡
泊
村
の「
一
ヶ
寺
」は
、「
御
国
中
寺
数
」に
寺
院
と
し
て
明
記
さ
れ
る
が
、

『
糸
島
郡
誌
』（
四
四
七
頁
、
糸
島
郡
教
育
会
、
一
九
二
七
）
で
は
「
泊
説
教
所

福

岡
市
外
堅
粕
町
浄
福
寺
に
属
す
」
と
記
さ
れ
、
近
世
期
に
は
寺
号
を
持
つ
寺
院
と
し

て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

（13）

児
玉
識
「
周
防
・
長
門
地
域
に
お
け
る
真
宗
の
発
展
過
程
」（
浄
土
真
宗
教
学
研
究

所
・
本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
講
座
蓮
如
』
第
五
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
）、
鷺
山

智
英
「
筑
前
真
宗
教
団
の
展
開
課
程
―
本
願
寺
東
西
分
立
後
の
帰
参
・
改
派
を
中
心

に
ー
」（
中
川
正
法
・
緒
方
知
美
・
遠
藤
一
編
『
九
州
真
宗
の
源
流
と
水
脈
』、
法
蔵

館
、
二
〇
一
四
）。

（14）
「
福
岡
藩
舊
事
叢
話
（
四
）」（『
筑
紫
史
談
』
第
十
七
輯
、
一
九
一
八
）
で
は
、
天

台
宗
は
松
源
院
、
源
光
院
、
真
言
宗
は
大
乗
寺
、
臨
済
宗
は
崇
福
寺
、
聖
福
寺
、
承

天
寺
、
曹
洞
宗
は
明
光
寺
、
安
国
寺
、
金
龍
寺
、
浄
土
宗
鎮
西
派
は
少
林
寺
、
圓
應

寺
、
浄
土
宗
西
山
派
は
大
長
寺
、
浄
念
寺
、
時
宗
は
称
名
寺
、
日
蓮
宗
は
法
性
寺
、

勝
立
寺
、
浄
土
真
宗
東
派
は
浄
慶
寺
の
寺
名
が
そ
れ
ぞ
れ
挙
が
っ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
西
派
で
は
、
明
治
四
年
に
触
頭
制
度
が
廃
止
と
な
る
ま
で
、
萬
行
寺
、

徳
栄
寺
、
光
専
寺
の
三
ヵ
寺
が
触
頭
を
務
め
る
。

た
だ
し
、真
言
宗
で
は
明
治
五
年
作
成
の「
筑
前
国
真
言
宗
古
義
派
寺
院
記
録
」（
大

田
資
料
九
七
、
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
）
で
雷
山
の
大
悲
王
院
が
触
頭
に
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
ま
た
「
御
用
帳
書
抜

雑
寺
社
之
部
」（
檜
垣
文
庫
史
料
二
二
〇
―
二
、
九
州

大
学
附
属
図
書
館
付
設
記
録
史
料
館
蔵
）
で
は
、
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
の
博
多

入
定
寺
の
後
住
願
の
際
に
「
快
應
よ
り
之
願
書
ニ
触
頭
吉
祥
院
・
西
光
寺
・
大
乗
寺

奥
書
仕
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
乗
寺
一
ヵ
寺
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
同
じ
く
「
御
用
帳
書
抜
」
で
は
浄
土
真
宗
東
派
の
妙
行
寺
が
浄
慶
寺
と
共
に

挙
が
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
日
蓮
宗
で
は
元
禄
七
年
十
月
二
日
付
で
「
他
宗
と
違
、
触

頭
ハ
住
持
之
器
量
次
第
い
つ
れ
に
て
も
相
勤
申
成
行
ニ
付
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
触

頭
寺
院
が
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
、
福
岡
藩
に
お
け
る
触

頭
に
つ
い
て
は
、
担
当
す
る
寺
院
に
つ
い
て
時
代
的
な
変
遷
や
任
命
の
経
緯
を
含
め

今
後
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

（15）

鷺
山
智
英
「
福
岡
藩
の
真
宗
西
派
触
頭
寺
院
に
つ
い
て
」（『
福
岡
地
方
史
研
究
』

第
三
六
号
、
一
九
九
八
）。

（16）
「
御
尋
ニ
付
申
上
由
緒
書
」（
萬
行
寺
資
料
三
九
〇
五
、
萬
行
寺
蔵
）。

（17）

改
派
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
鷺
山
智
英
「
筑
前
真
宗
教
団
の
展
開
課
程
―
本
願
寺

東
西
分
立
後
の
帰
参
・
改
派
を
中
心
に
―
」（
中
川
正
法
・
緒
方
知
美
・
遠
藤
一
編

『
九
州
真
宗
の
源
流
と
水
脈
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
）
に
詳
し
い
。

（18）

前
掲
註
（8）
四
一
頁
。

（19）

鷺
山
智
英
「
光
心

勘
兵
衛
末
弟
黒
田
市
右
衛
門
説
に
つ
い
て
〜
中
津
西
蓮
寺
・

福
岡
徳
栄
寺
の
由
緒
を
中
心
に
〜
」（『
地
方
史
ふ
く
お
か
』
第
一
五
八
号
、
二
〇
一

五
）。

（20）

貝
原
益
軒
編
・
伊
東
尾
四
郎
校
訂『
筑
前
国
続
風
土
記
』（
文
献
出
版
、
二
〇
〇
一
）

六
九
頁
。

五
〇



（21）

前
掲
註
（8）
八
〇
頁
。

（22）

前
掲
註
（14）
参
照
。

（23）

川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
二
巻
（
文
献
出

版
、
一
九
八
二
）
三
七
四
頁
。

（24）

前
掲
註
（14）
参
照
。

（25）
「
筑
前
国
浄
土
宗
鎮
西
派
寺
院
記
録
」（
大
田
資
料
九
五
、
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
）。

（26）

萬
行
寺
資
料
三
七
九
九
、
萬
行
寺
蔵
。

（27）
「
御
触
状
写
」（
萬
行
寺
資
料
三
八
一
五
、
萬
行
寺
蔵
）。

（28）

後
藤
武
雄
「
筑
前
藩
の
宗
旨
改
方
條
目
」（『
社
会
経
済
史
学
』
七
巻
一
二
号
、
一

九
三
八
）。
享
保
十
四
（
一
七
二
九
）
年
に
出
さ
れ
た
福
岡
藩
に
お
け
る
宗
門
改
の
際

の
規
定
。
全
二
七
条
。
そ
の
第
二
条
に
「
宗
旨
御
改
前
方
、
人
別
旦
那
寺
之
証
文
、

其
村
之
庄
屋
方
に
取
置
し
、
其
上
ニ
て
宗
旨
帳
相
調
可
申
候
事
」、
第
三
条
に
「
宗
旨

帳
旦
那
寺
之
前
判
取
申
儀
、
其
村
之
庄
屋
・
組
頭
と
し
て
旦
那
寺
の
住
持
の
手
元
見

届
、
勿
論
寺
号
・
法
名
の
文
字
書
違
不
申
、
印
判
押
違
、
肩
書
誤
無
様
之
ニ
念
を
入

可
申
候
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
門
改
に
お
け
る
寺
院
の
役
割
が
人
別
証
拠
の
作

成
と
宗
門
改
帳
へ
の
押
印
・
署
名
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（29）

川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
三
巻
（
文
献
出

版
、
一
九
八
二
）、
三
四
頁
。『
黒
田
三
藩
分
限
帳
』（
西
日
本
図
書
館
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
協
会
、
一
九
八
七
）
を
確
認
す
る
と
、
三
宅
八
右
衛
門
は
、
寛
文
期
の
分
限
帳
で

「
五
〇
〇
石

三
宅
八
之
助
有
春
、
後

八
右
衛
門
」（
一
二
四
頁
）、
元
禄
期
に
は
「
五
〇
四
石

三
斗
四
合
三
勺

三
宅
喜
三
兵
衛
有
道
」
と
記
さ
れ
る
。
花
房
傳
左
衛
門
は
元
禄
期

の
分
限
帳
で
「
五
〇
〇
石

花
房
傳
左
衛
門
」（
一
四
九
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。

（30）
『
福
岡
県
史

通
史
編

福
岡
藩

文
化
（
上
）』（
福
岡
県
、
一
九
九
三
）
五
五
〇

〜
五
五
一
頁
。

（31）
「
御
触
状
写
」（
萬
行
寺
史
料
三
八
一
五
、
萬
行
寺
蔵
）。

（32）
「
御
触
状
控
帳
」（
萬
行
寺
史
料
三
八
一
一
、
萬
行
寺
蔵
）。

（33）

高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
）
六
三

三
頁
。

（34）

前
掲
註
（22）
二
九
七
頁
。
三
宅
は
前
掲
註
（28）
参
照
。
船
田
は
享
保
期
以
降
の
分
限
帳

で
し
か
家
を
確
認
で
き
ず
、
馬
廻
組
の
「
弐
百
石

船
田
五
右
衛
門
」
の
家
に
あ
た

る
と
考
え
ら
れ
る
。

（35）
『
黒
田
三
藩
分
限
帳
』（
西
日
本
図
書
館
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会
、
一
九
八
七
）
二

一
五
頁
。

（36）
『
福
岡
県
史

近
世
資
料
編

年
代
記（
一
）』（
福
岡
県
、
一
九
九
〇
）五
二
八
頁
。

（37）

柴
多
一
雄
「
幕
藩
制
中
・
後
期
農
村
支
配
機
構
に
関
す
る
一
考
察
―
福
岡
藩
五
郡

奉
行
制
を
中
心
に
―
」（『
九
州
史
学
』
六
四
号
、
一
九
七
八
）、『
福
岡
県
史

通
史

編

福
岡
藩
（
二
）』（
福
岡
県
、
二
〇
〇
二
）。

（38）
「
宗
門
改
帳

従
公
儀
御
吟
味
記
」（
黒
田
家
文
書
四
一
六
、
福
岡
県
立
図
書
館

蔵
）。
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
。

末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
、
萬
行
寺
の
調
査
に
お
き
ま
し
て
は
、
ご
住
職
・
副
住
職
を

は
じ
め
、
多
く
の
方
々
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て

謝
意
を
表
し
ま
す
。
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郡など 町名・地名 寺名 本寺 開基等 開基・建立等年代 木仏寺号 備考

1 福岡 大工町 徳栄寺 京都西本願寺 光心 慶長13年本堂建立 慶長15年3月29日
播磨国で西蓮寺建立→豊前中津と
小倉両方に西蓮寺建立、慶長6年
福岡にて小庵を結ぶ

2 福岡 薬院町 光専寺 京都西本願寺 淨德 慶長15年造立 慶長17年4月
開基は肥後国士城氏、「明細帳」
に木仏寺号の免許は安永2年3月
3日とあり

3 福岡 西町 真福寺 京都西本願寺 養甫 慶長年中 寛永18年6月
始め荒戸新町→唐人町（正保年
中）→西町（元禄9年）、元誓岸
寺の跡地

4 福岡 湊町 正覚寺 京都西本願寺 順空 元和年中 寛永17年正月29日 開基は立花道雪の家臣松尾惣右衛
門

5 福岡 湊町 法伝寺 京都西本願寺 順空 慶長17年 寛永7年10月2日
始めは博多妙行寺末、妙行寺が東
に転派したとき、そのまま西に残
り本願寺直末となる

6 福岡 東職人町 長徳寺 京都西本願寺 順空 天正2年 天正2年（寺号） 始め名嶋に一宇建立、慶長6年名
嶋町へ、その後東職人町へ

7 福岡 材木町 明蓮寺 京都西本願寺 宗慶 寛永7年10月2日
糟屋郡金出村に草庵、慶長年中福
岡濱町に寺を建立、寛文10年材木
町へ

8 福岡 西町 伝照寺 京都西本願寺 忍西 万治3年12月20日 始め那珂郡春吉村専立寺末、のち
本願寺直末となる

9 福岡 簀子町 正法寺 福岡徳栄寺 林華 慶長5年 寛永17年正月23日 開基は播磨国揖東郡の人

10 福岡 西町 源正寺 福岡徳栄寺

『拾遺』・『附録』で廃寺とあり、
始め大工町、寛文12年に西町へ、
『附録』に「廃寺となり既に百年
を経る」とあり

11 福岡 西町 浄満寺 福岡徳栄寺 淨心 天正元年 寛永12年正月20日 始め春吉村→福岡大工町（承応3
年）→西町（寛文11年）

12 福岡 鍛治町 円正寺 福岡徳栄寺 空玄 寛永年中 寛永10年4月15日 徳栄寺開基光心の法継 「明細
帳」では開基は了白

13 福岡 鍛治町 光円寺 博多万行寺 宗念 寛永17年正月20日 始め糟屋郡濱男村に住す、慶長年
中に造立

14 福岡 紺屋町 妙泉寺 福岡光専寺 休雲 正保4年 正保4年（寺号）
開基の僧休雲は光専寺の弟子、元
原田家の家臣、「明細帳」では木
仏寺号免許は天保7年正月5日

15 福岡 一ヶ寺 福岡明蓮寺 「名寄帳」に「寺跡計」とあり

16 福岡 （鍛冶町） 一ヶ寺 福岡光円寺
「名寄帳」に「寺跡計」とあり、『拾
遺』光円寺の項に末寺の記述はあ
るが、廃寺、寺号不明

17 福岡 薬院町 法泉寺 京都西本願寺 宗巴 慶長年中建立 寛永12年正月
開基宗巴は慶長年中筑前に来る、
福岡黒茶町（慶長年中）→紺屋町
（延宝元年）

18 博多 祇園町 万行寺 京都西本願寺 空性 天文10年 天文10年（寺号）
開基は山城国宇治山科の人、七里
隼人、博多普賢堂町→馬場町に造
立（天文10年）

19 博多 祇園町 順正寺 京都西本願寺 淨喜
始めは川口町へあり、妙行寺同様
東派、寛文頃祇園町へ移転し、西
派へ転派 拾遺では浄喜

20 博多 瓦町 妙静寺 京都西本願寺 養順 寛文5年
21 博多 祇園町 善照寺 博多万行寺 正林 寛永17年 「明細帳」で開基は西順

22 博多 今熊町 覚永寺 博多万行寺 明玄 享保2年6月9日
始め夜須郡栗田村にあり、のち那
珂郡高宮村へ移り、明暦の初め今
熊町へ

23 志摩郡 今津村 法教寺 京都西本願寺 宗善（造立） 永禄11年造立 慶長18年3月
24 志摩郡 波多江村 徳応寺 京都西本願寺 圓照 享保7年2月
25 志摩郡 板持村 真行寺 京都西本願寺 慶安5年2月
26 志摩郡 潤村 専徳寺 京都西本願寺 慶仲 慶長16年
27 志摩郡 谷村 徳正寺 京都西本願寺 天文2年6月

28 志摩郡 桜井村 専光寺 京都西本願寺 元文4年3月 昔は今津にあった禅寺、延宝2年
に移転し真宗へ

29 志摩郡 今津村 清教寺 京都西本願寺 宗善 万治4年4月
30 志摩郡 小田村 大静寺 福岡徳栄寺 春菴 慶長8年 元禄3年 『附録』では寺号は元禄3年免許

31 志摩郡 井田原村 善教寺 京都西本願寺 万治4年
寺号免許は善敬寺、明和年中に善
教寺へ改称、『附録』では木仏寺
号ともに明和3年3月免許

32 志摩郡 新町浦 明光寺 京都西本願寺 浄圓 正徳4年7月

33 志摩郡 久家浦 法正寺 京都西本願寺 了清 寛永12年正月 『拾遺』では正法寺、今津→舟越
→久家浦

34 志摩郡 津和崎村 浄光寺 京都西本願寺 寛文6年11月 昔久家村、正徳の初め頃に移転
35 志摩郡 岐志浦 海徳寺 京都西本願寺 了順 寛文6年11月3日

【表1】福岡藩における浄土真宗西派寺院

五
二



郡など 町名・地名 寺名 本寺 開基等 開基・建立等年代 木仏寺号 備考
36 志摩郡 御床村 松雲寺 京都西本願寺 了玄 寛文6年11月3日

37 志摩郡 吉田村 常満寺 京都西本願寺 浄傳 寛文11年2月 開基浄傳は大和国の生まれで片岡
小兵衛

38 志摩郡 師吉村 雲乗寺 京都西本願寺 浄玲 （延徳～明応） 元禄16年7月13日
『拾遺』に「正徳中の鐘銘に開基
僧浄玲以来二百年とあれは」とあ
り

39 志摩郡 邉田浦 安養寺 京都西本願寺 正傳 寛文8年4月

40 志摩郡 桜井村 教念寺 博多万行寺 龍念 慶長15年 慶安3年 始め浄土宗、『附録』では木仏寺
号ともに慶安2年

41 志摩郡 西浦 西照寺 博多万行寺 林雪 寛文9年2月
42 志摩郡 貝塚村 専照寺 福岡光専寺 天文5年2月
43 志摩郡 野北村 戒宝寺 志摩郡桜井村教念寺 龍念 天和3年閏5月
44 志摩郡 前原村 法林寺 京都西本願寺 願了 寛文7年5月
45 志摩郡 稲留村 蓮照寺 京都西本願寺 天文6年7月
46 怡土郡 井原村 正善寺 京都西本願寺 寛永18年8月23日
47 怡土郡 井原村 教念寺 京都西本願寺
48 怡土郡 井原村 光円寺 京都西本願寺 昔天台宗
49 怡土郡 井原村 円覚寺 京都西本願寺 「名寄帳」では大門村

50 怡土郡 大門村 浄福寺 京都西本願寺 寛文7年3月（寺
号）

51 怡土郡 末永村 西光寺 京都西本願寺 水月 宝暦9年10月 水月は原田了栄の家僕
52 怡土郡 徳永村 善覚寺 博多万行寺 昔天台宗
53 怡土郡 千里村 真教寺 博多万行寺 延宝元年（寺号）
54 怡土郡 飯場村 真教寺 早良郡重留村浄覚寺 正玄 文政6年5月10日

55 怡土郡 井田村 教法寺 早良郡四ヶ村明法寺 明和6年7月
「元禄13年大村館下より寺号を受
来り」（「筑前早鑑」九州大学附属
図書館蔵）

56 怡土郡 一ヶ寺 早良郡四ヶ村明法寺 「名寄帳」で「寺跡計」とあり
57 怡土郡 周船寺村 妙正寺 京都西本願寺 天文5年9月
58 怡土郡 一ヶ寺 早良郡重留村浄覚寺 「名寄帳」で「寺跡計」とあり

59 早良郡 谷村 長栄寺 福岡徳栄寺 昌林 寛永12年正月20日 始め風切谷にあり、寛永の初めに
茶園谷へ移転

60 早良郡 姪浜旦過町 順光寺 京都端坊 覺明 慶長10年2月21日
怡土郡上原村から慶長7年に移
転、慶長10年長福寺の寺号免許、
享保3年順光寺へ

61 早良郡 姪浜三ヶ町 万正寺 京都西本願寺 道益 享禄元年 寛永19年2月17日 享禄元年建立、光照寺とする、道
益の死後万正寺へ改称

62 早良郡 姪浜三ヶ町 光照寺 京都西本願寺 万正寺のことヵ、誤って記載ヵ。

63 早良郡 庄村 正福寺 京都西本願寺 福井又左衛門
（開堂） 寛文年中開堂 寛永18年8月

64 早良郡 重留村 妙福寺 京都西本願寺 了善 万治4年4月

開基の僧了善、石山合戦に参加、
「志摩組怡土組明細帳」に木仏寺
号ともに天文3年9月12日免許と
あり

65 早良郡 東入部村 徳勝寺 京都西本願寺 角将監秀兼 寛永2年5月 僧となり開基
66 早良郡 有田村 西応寺 博多万行寺 恵正 座元
67 早良郡 小田部村 教善寺 博多万行寺 座元
68 早良郡 柏原村 照安寺 博多万行寺 教與 寛永年中
69 早良郡 下長尾村 栄福寺 博多万行寺 殘雪 正保4年3月
70 早良郡 重留村 浄覚寺 穂波郡飯塚村明正寺 官山 永正16年4月3日 慶安2年3月28日
71 早良郡 田村 西念寺 穂波郡飯塚村明正寺 了善 天正年中 寛文11年2月7日 開基は旧荒平城士の土生大和
72 早良郡 四ヶ村 明法寺 穂波郡飯塚村明正寺 順悦 寛文9年5月7日

73 早良郡 脇山村 万徳寺 穂波郡飯塚村明正寺 高田平左衛門
信房入道道雪 応仁2年 享保5年

74 早良郡 西村 光源寺 京都端坊 延宝5年4月7日
75 早良郡 片江村 浄泉寺 早良郡谷村長栄寺 柳岸 寛文2年 安永9年4月22日 昔禅宗、正保頃浄土真宗へ

76 早良郡 石釜村 光明寺 早良郡田村西念寺 休圓 天正2年1月 寛永18年1月28日
（寺号）

開基は平河主水、『附録』では木
仏寺号ともに寛永17年1月

77 早良郡 七隈村 徳常寺 博多万行寺 宗順 寛永4年2月 筑後国御井郡野田村→肥前国養父
郡今泉村→筑前国早良郡七隈村

78 早良郡 檜原村 逍遥寺 博多万行寺 寛永5年2月
「志摩組怡土組明細帳」では木仏
寺号ともに文政11年4月18日免許
とあり

79 早良郡 東油山村 西宗寺 博多万行寺 溪泉 慶長18年8月21日
80 早良郡 四ヶ村 教徳寺 早良郡姪濱順光寺 宗心 開基は対州浪人下勘助
81 早良郡 西油山村 明性寺 早良郡重留村妙福寺 止勇 明治5年9月3日 座元
82 早良郡 重留村 真正寺 早良郡重留村妙福寺 宗通
83 早良郡 椎原村 光善寺 早良郡重留村妙福寺 貞円 安永10年
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84 早良郡 東入部村 西教寺 京都西本願寺 延享2年4月25日
（寺号）

85 早良郡 内野村 西光寺 穂波郡飯塚村明正寺 天海 明和5年6月4日 開基は深江氏

86 早良郡 一ヶ寺 京都西本願寺

「名寄帳」に「寺跡計」とあり、「志
摩怡土組明細帳」の真教寺（文政
6年5月10日木仏寺号免許、内野
村）の事ヵ

87 早良郡 板屋村 三光寺 博多万行寺 定淵 貞享3年6月8日 「志摩組怡土組明細帳」では開基
は浄円

88 早良郡 羽根戸口 一乗寺 博多万行寺 教念 天正年中 貞享5年2月13日 「志摩組怡土組明細帳」では開基
は教円

89 早良郡 石釜村 明光寺 早良郡重留村浄覚寺 萬休 寛永年中 開基は曲淵河内守家臣鳥飼新左衛
門

90 早良郡 西入部村 西音寺 福岡光専寺 圓西 宝暦4年2月10日
元禄5年6月西へ改派、光専寺末
となる（「筑前早鑑」九州大学附
属図書館蔵）、開基は笠石見

91 早良郡 上長尾村 長徳寺 博多万行寺 崇慶 寛永20年2月
92 早良郡 野芥村 誓岸寺 周防国信光寺
93 早良郡 一ヶ寺 早良郡重留村妙福寺 「名寄帳」に「寺跡計」とあり
94 早良郡 一ヶ寺 早良郡重留村妙福寺 「名寄帳」に「寺跡計」とあり
95 早良郡 麁原村 顕乗寺 京都西本願寺 法圓 享保12年 享保12年に東より転派

96 那珂郡 春吉寺町村 専立寺 京都西本願寺 忍西 寛永9年12月9日 始め薬院にあり、警固神社遷宮の
折移転

97 那珂郡 春吉寺町村 妙徳寺 福岡光専寺 愚善 寛永12年8月2日 始め薬院にあり、専立寺と同時に
移転

98 那珂郡 春吉寺町村 建立寺 福岡光専寺 格傳 始め天台宗で御笠郡瓦田村にあ
り、寛永頃移転し真宗へ

99 那珂郡 春吉寺町村 正光寺 博多万行寺 寶順
始め博多辻堂にあり、のち春吉
へ、開基は肥後国柴田源大夫正
光、その名を寺号とする

100 那珂郡 弥永村 法善寺 博多万行寺 傳宿 享保5年12月24日
101 那珂郡 春日村 長円寺 博多万行寺 寛永18年8月24日

102 那珂郡 下梶原村 真教寺 博多万行寺 淨了 寛文元年5月
昔は上梶原村にあり、養楽寺とい
う禅寺だったが、天正年中に移
転、真宗へ

103 那珂郡 三宅村 光徳寺 博多万行寺 承応2年建立
104 那珂郡 片縄村 専光寺 博多万行寺 貞圓 宝暦十一年（木仏）
105 那珂郡 安徳村 明応寺 博多万行寺 淨心 天和3年 開基は原田種直家臣藤野太郎八

106 那珂郡 南面里村 正応寺 博多万行寺 浄慶 天文21年3月9日 万治4年5月5日
（寺号）

107 那珂郡 東堅粕村 西林寺 博多万行寺 道徳 寛文6年2月
108 那珂郡 埋鐘村 光蓮寺 博多万行寺 了善 明和年中 寛文13年4月に筑後国より移転

109 那珂郡 山田村 一ヶ寺 博多万行寺

『附録』に「始は枝村寺山田にあ
りしを正徳年中此地に移せり」と
あり、移転後の山田村浄光寺と混
同ヵ

110 那珂郡 五十川村 妙楽寺 博多万行寺 元治元年12月27日

111 那珂郡 下白水村 浄運寺 博多万行寺 淨元 弘治元年1月 昔は禅寺、蓮花寺山にあり、移転
して真宗へ

112 那珂郡 薬院村 西光寺 博多万行寺
宝暦12年7月11日
（木仏）
天明6年（寺号）

113 那珂郡 野間村 光行寺 博多万行寺 正白 天文14年3月7日
114 那珂郡 麦野村 真光寺 博多万行寺

115 那珂郡 西畑村 教徳寺 博多万行寺 始め南面里村にあり、宝暦の初め
に移転

116 那珂郡 南面里村 一ヶ寺 博多万行寺

117 那珂郡 五郎丸村 一ヶ寺 博多万行寺 『附録』に「サイホウシ 寺址な
り」とあり

118 那珂郡 大鋸谷村 真光寺 福岡徳栄寺 旭應 寛永17年正月22日 始め福岡西職人町にあり

119 那珂郡 平尾村 法立寺 京都端坊 『附録』の圓龍寺の項に「もと法
立寺と云寺ありし址なり」とあり

120 那珂郡 山田村 浄光寺 夜須郡東小田村教覚寺 恵順 天保8年11月1日 元は枝村寺山田、正徳年中に移
転、『附録』では万行寺末寺

121 那珂郡 下警固村 一ヶ寺 那珂郡大鋸谷村真光寺

122 那珂郡 平尾村 円龍寺 京都西本願寺 善徳 慶安4年7月21日 慶安4年7月

元博多對馬小路町にあり、宝永頃
に平尾村へ、「志摩組怡土組明細
帳」では木仏は正徳3年6月28
日、寺号は慶安4年7月22日に免
許とあり

123 席田郡 青木村 専宗寺 京都西本願寺 正徳元年6月9日

五
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郡など 町名・地名 寺名 本寺 開基等 開基・建立等年代 木仏寺号 備考
124 席田郡 下月隈村 真教寺 京都西本願寺 月光 安政2年8月18日 座元、『拾遺』には興教寺とあり
125 席田郡 立花寺村 法行寺 博多万行寺 淨秀 寛文5年4月15日
126 席田郡 平尾村 大円寺 博多万行寺 寛文5年2月18日
127 席田郡 下臼井村 善教寺 博多万行寺 明治14年7月8日 座元

128 御笠郡 山家村 西福寺 京都西本願寺 寛永4年閏3月 明暦3年4月27日に筑後国三潴郡
久留米原古賀町より移転

129 御笠郡 武蔵村 栄法寺 博多万行寺 貞圓 天文16年 天正年中

黒田甚四郎の文武両道の師石松藤
九郎、「明細帳」には木仏は3月
17日、寺号は3月10日免許とのみ
あり年は不明、『木仏之留』では
木仏許可は寛永18年8月24日

130 御笠郡 湯町 真光寺 博多万行寺 教須 寛永12年8月2日

131 御笠郡 塔原村 教円寺 博多万行寺 了存 貞享元年3月12日

万治元年12月21日
（木仏）
万治元年3月15日
（寺号）

132 御笠郡 山田村 慶伝寺 博多万行寺 藤野壱岐 座元

133 御笠郡 宰府 来光寺 博多万行寺 筑後国竹野郡益永村（明暦ヵ）→
下座郡平塚→御笠郡宰府

134 御笠郡 乙金村 正栄寺 博多万行寺 善曽 文政11年5月1日
（木仏） 座元

135 御笠郡 山口村 願応寺 博多万行寺 立圓 寛永11年 「明細帳」では開基は正信、木仏
寺号はともに寛永元年12月とあり

136 御笠郡 平等寺村 光伝寺 博多万行寺 正心 慶長17年ヵ 慶長17年4月8日 開基は帆足弾正左衛門弟
137 御笠郡 宰府 光蓮寺 京都西本願寺

138 御笠郡 吉木村 安紹寺 京都西本願寺 道清 寛文7年3月5日

天和2年4月5日
（木仏）
元和2年3月22日
（寺号）

宝永2年筑後国竹野郡森部村安紹
寺より転住し創立

139 御笠郡 原田村 伯東寺 京都西本願寺 了誓 延宝4年
「明細帳」では延宝4年3月5日
に木仏のみ免許、筑後国竹野郡筒
井村より移転、明暦ヵ

140 御笠郡 阿志岐村 円徳寺 京都西本願寺 寛文3年9月22日

141 御笠郡 下見村 明福寺 京都端坊 真濟 寛永18年2月 端坊は興正寺末寺、『木仏之留』
では木仏許可は寛永18年8月23日

142 御笠郡 宰府 正西（西
正）寺 京都端坊 正順 天正14年 寛文2年3月29日 建基は高橋紹運家臣山内藤内左衛

門尉重勝

143 御笠郡 本道寺村 安楽寺 京都西本願寺 玄寮 承応年中
「明細帳」では明暦3年7月24日
寺号のみ免許、筑後国三潴郡久留
米寺町より移転、明暦ヵ

144 御笠郡 萩原村 西蓮寺 京都西本願寺 宗念 寛永9年 開基は豊後国士中川修理、「明細
帳」では寺号のみ免許

145 夜須郡 千手村 （明元寺） ― 淨夢 元和年中

座元、『附録』では明元寺、元は
浄土宗安養寺といい秋月氏の菩提
寺、秋月氏の国替え後廃寺、元和
年中再建

146 夜須郡 甘木七箇町 教法寺 京都西本願寺 明賢 寛永年中 開基は清原正兼次男、2代明順は
石山合戦に参加

147 夜須郡 甘木二箇町 光照寺 京都西本願寺 法光 元和年中
昔は横内町にあり、寛文年中に移
転、「明細帳」では木仏寺号とも
に享禄元年免許

148 夜須郡 東小田村 教覚寺 京都西本願寺 空良

慶長19年9月14日
（木仏）
寛永7年6月20日
（寺号）

行武藤左衛門という浪士が草庵を
結ぶ

149 夜須郡 曽根田村 常円寺 京都西本願寺 教西（建立）

明暦4年7月11日
（木仏）
享保3年6月20日
（寺号）

教西は越中国より明暦年中に木仏
寺号を携え筑前に来て寺を建立

150 夜須郡 下淵村 専光寺 京都西本願寺 栖安 慶長6年 寛永4年2月29日 開基は元肥後国士能勢勘左衛門清
秀

151 夜須郡 中牟田村 西福寺 京都西本願寺 宗順 慶長3年 寛永7年10月2日
152 夜須郡 依井村 大念寺 京都西本願寺 寛永18年4月

153 夜須郡 秋月町 西念寺 京都西本願寺 了慶 天正年中 天正年中
開基は秋月種資の家臣小山田新助
高常、『木仏之留』では木仏許可
は元和9年9月10日

154 夜須郡 秋月町 浄覚寺 京都西本願寺 休安 万治年間 寛永18年
155 夜須郡 下浦村 西方寺 京都西本願寺 教円 寛永21年2月9日 元真言宗正法寺、永正頃に真宗へ

156 夜須郡 馬田村 明福寺 京都西本願寺 恵海 明和年中 「明細帳」では木仏寺号ともに寛
文元年免許

157 夜須郡 上高場村 妙蓮寺 京都西本願寺 慶保（建立） 寛文2年建立 寛文2年12月24日
「名寄帳」では千手村、初めは筑
後国にて西派を排除して東派とし
た時、寛文2年に当国へ建立

五
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158 夜須郡 弥永村 浄光寺 京都西本願寺 教西 慶長年中 文化8年8月20日
「名寄帳」では上高場村、開基は
播州の士橋津五郎右衛門で元豊前
国宇佐郡安楽寺住持

159 夜須郡 上秋月村 光行寺 京都西本願寺 慶宅 寛永15年 「明細帳」では木仏寺号ともに寛
永11年9月4日免許

160 夜須郡 三並村 西教寺 京都西本願寺 宗覺
「明細帳」では寂如上人より本尊
阿弥陀如来と西教寺の寺号を賜る
とあり

161 夜須郡 上秋月村 専念寺 下淵村専光寺 宗教

文化7年5月17日
（木仏）
寛文6年6月30日
（寺号）

開基は肥後国熊本の人佐藤主殿末
子

162 夜須郡 野町村 信覚寺 京都西本願寺 休意 寛永年中 寛永20年 「明細帳」では木仏寺号共に寛永
21年10月22日免許

163 夜須郡 栗田村 光蓮寺 京都仏照寺 善仲 寛永10年4月15日 開基は石山合戦に参戦、帰国後建
立

164 夜須郡 江川村 常法寺 夜須郡甘木光照寺 宗善 天正11年 天保11年2月1日 建基は肥後国浪人高山遠江守、「明
細帳」では開基は宗遊

165 夜須郡 下高場村 浄満寺 夜須郡甘木光照寺 寂空
座元、初めは東派、9代目祐恵の
時西へ改派、明暦3年祐恵の時に
親鸞聖人御影を賜る

166 夜須郡 長者町村 妙専寺 京都西本願寺 了慶 万治3年2月9日 座元、木仏寺号は東派より賜る、
明和6年3月諦玄代に西へ改派

167 上座郡 須川村 万徳寺 京都西本願寺 空心 慶長10年9月12日

168 上座郡 若市村 西宗寺 京都西本願寺 祐善 万治3年12月20日 「明細帳」では開基は喜祐、2代
は祐喜

169 上座郡 久喜宮村 建立寺 京都西本願寺 西了 大永2年7月10日 大永2年7月

170 上座郡 小石原村 浄満寺 京都西本願寺 明誓（建立） 寛文12年建立 慶長9年4月1日

明暦年中に久留米にて真宗西派を
排除して東派とした時、筑後国吉
井駅より来て寛文12年に当国へ建
立

171 上座郡 菱野村 嚴浄寺 京都仏照寺 正善 明暦3年6月
宝暦10年に慶福寺より嚴淨寺へ改
称、『木仏之留』では木仏許可は
慶長10年3月12日

172 上座郡 上寺村 教念寺 京都仏照寺 圓心 寛文9年6月30日 『附録』に「むかしハ正明寺とい
ひしか」とあり

173 上座郡 林田村 勧正寺 京都端坊 清念 元和頃造立 寛永元年5月21日

上座郡星丸村→上座郡松末村（元
和頃）→林田村（延宝5年）、「明
細帳」では開基は春西、清念は4
代

174 上座郡 志波村 光宗寺 京都端坊 善西 慶長8年本堂建立 慶長17年3月

開基は豊後国士足立善右衛門、石
山合戦ののち寺を建立、『木仏之
留』では木仏許可は慶長13年9月
3日

175 上座郡 久喜宮村 長念寺 京都端坊 慶申 寛永2年8月15日 昔は真言宗、寛永2年8月に真宗
へ

176 上座郡 福井村 西念寺 京都端坊 浄弥 承応元年9月
「明細帳」に周防国山口郡一ノ坂
に建立した西念寺を文禄頃に移転
とあり

177 上座郡 長淵村 正聞寺 上座郡須川村万徳寺 文禄元年2月13日 『附録』に「むかし寂光寺という
寺なりし地なり」とあり

178 上座郡 一ヶ寺 上座郡菱野村厳浄寺 「名寄帳」で「寺跡計」とあり

179 下座郡 屋永村 専照寺 京都西本願寺 了尊 天正2年
慶長16年（寺号）
正徳2年8月14日
（木仏）

180 下座郡 三奈木村 品照寺 京都西本願寺 理善 天文頃建立

開基は筑後国生葉郡大石村生ま
れ、秋月種実舎弟弥平次長男、真
言宗長福寺がありそこに住し、の
ち真宗へ

181 下座郡 長田村 正福寺 京都西本願寺 淨念了保

享保3年4月11日
（木仏）
慶長16年9月8日
（寺号）

開基は荒木摂津守村重一族、始め
下座郡八重津村に小庵を結ぶ、「明
細帳」では開基は了閑、2代が淨
念

182 下座郡 小隈村 円能寺 下座郡屋永村専照寺 教傳 寛永7年 安永5年8月30日
183 嘉麻郡 椎木村 浄円寺 京都西本願寺 祐慶 明応6年 天正15年 座元、開基は瀧下信濃守嫡男外記
184 嘉麻郡 臼井村 長源寺 京都西本願寺 明順 寛永18年2月22日

185 嘉麻郡 下西郷村 善照寺 京都西本願寺 善性 大永頃 享保6年
大隈益富山麓→西郷（天正2年）、
「明細帳」では木仏寺号共に文禄
2年3月13日免許

186 嘉麻郡 隈畑村 長教寺 京都西本願寺 明善 寛永7年4月25日 開基は肥前の士平嶋七郎右衛門

187 嘉麻郡 有安村 光厳寺 京都西本願寺 了安 慶長17年4月4日
（寺号）

慶長17年、本山より与えられた書
に寺号あり、座元

188 嘉麻郡 佐与村 炤蓮寺 京都西本願寺 賢正 元和年中 寛永14年
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郡など 町名・地名 寺名 本寺 開基等 開基・建立等年代 木仏寺号 備考

189 嘉麻郡 岩崎村 浄念寺 鞍手郡感田村浄福寺 教信（建立） 寛永末頃建立 慶安3年3月2日 昔は岳恩寺という禅宗、寛永末に
真宗へ

190 嘉麻郡 鹿毛馬村 明法寺 豊前国小倉永照寺 慶安4年
191 嘉麻郡 上村 真行寺 嘉麻郡椎木村浄円寺 明治11年9月10日 座元

192 嘉麻郡 上三緒村 教元寺 京都仏照寺 福澤右京之進
（建立） 永禄3年3月建立 享保年中

193 嘉麻郡 下山田村 明見寺 京都端坊 了觀 寛永9年 座元、「明細帳」では寛永元年建
基

194 嘉麻郡 川嶋村 正恩寺 穂波郡飯塚村明正寺 了西 寛永18年8月26日 座元、「明細帳」では開基は了西
195 嘉麻郡 大力村 妙円寺 嘉麻郡椎木村浄円寺 寛永年中 渡邊助太夫上京し寺号木仏授かる
196 嘉麻郡 本谷村 仙林寺 嘉麻郡隈畑村長教寺 雄念 明和4年4月
197 嘉麻郡 上西郷村 善覚寺 嘉麻郡下西郷村善照寺
198 嘉麻郡 芥田村 善来寺 嘉麻郡下西郷村善照寺 了圓 享保年中 開基了圓は上臼井村農民

199 嘉麻郡 平村 専正寺 嘉麻郡有安村光厳寺 了圓 寛永年間 万治年間（寺号） 座元、「明細帳」に開基、寺号免
許は古老の口碑によるとあり

200 嘉麻郡 千手村 西楽寺 嘉麻郡椎木村浄円寺 溝口尚重建基 寛文8年 寛文10年5月5日 「明細帳」では開基は小早川隆景
家臣溝口尚明孫尚重

201 嘉麻郡 下中益村 明善寺 嘉麻郡椎木村浄円寺 玄宿 正保年中 座元、開基は小倉小笠原家臣上田
弥左衛門

202 嘉麻郡 才田村 円徳寺 嘉麻郡臼井村長源寺 宗悦 寛永頃建立 文化8年7月13日
（寺号）

座元、開基は俗名筑紫定門、元和
年中才田へ来る

203 嘉麻郡 大隈村 光円寺 京都西本願寺 善德 慶長11年 元和8年10月28日 開基は近江源氏佐々木四郎高綱の
末葉

204 嘉麻郡 口ノ原村 法光寺 京都西本願寺 誓安 寛永14年12月2日 『附録』では木仏寺号承応2年3
月9日

205 穂波郡 飯塚村 明正寺 京都西本願寺 了鎮 長享元年3月5日

長享元年3月5日
（木仏）
天正15年5月7日
（寺号）

慶長9年に西へ改派、開基の先祖
は越前瓜生氏

206 穂波郡 高田村 福専寺 京都西本願寺 宗忍 慶長4年 寛永9年12月9日
207 穂波郡 蓮臺寺村 光妙寺 京都西本願寺 教圓 慶安2年8月11日 慶安2年8月11日 開基は肥後国鍛冶胴田貫の子孫

208 穂波郡 馬敷村 西光寺 京都仏照寺 西蓮 文禄年中
正徳元年12月26日
（木仏）
慶長元年（寺号）

「明細帳」でに慶長元年一宇建立
とあり

209 穂波郡 大分村 明円寺 京都西本願寺 明圓
明和元年8月15日
（木仏）
文禄2年（寺号）

天正頃の僧で開基明圓の名を寺号
とする

210 穂波郡 庄司村 西蓮寺 京都西本願寺 福泉 明暦4年

「明細帳」に木仏寺号ともに明暦
2年2月3日免許とあり、初め天
台宗、5代了悦の時（明暦2年）
に真宗へ改宗

211 穂波郡 伊岐須村 安楽寺 京都西本願寺 教了 元和2年8月27日
212 穂波郡 太郎丸村 教伝寺 穂波郡大分村明円寺 淨祐 寛永17年1月22日

213 穂波郡 内野村 正円寺 穂波郡飯塚村明正寺 宗澤
享保2年5月（寺
号）
享保5年（木仏）

元禄年中に正圓寺と称す、「明細
帳」では木仏寺号ともに明和2年
2月14日免許とあり

214 穂波郡 小正村 了専寺 穂波郡飯塚村明正寺 了珍 文明16年3月15日

文明16年3月15日
（木仏）
寛永15年9月4日
（寺号）

開基は肥後国家中熊沢良之助

215 穂波郡 幸袋村 無極寺 穂波郡飯塚村明正寺 教順 座元
216 穂波郡 土師村 長明寺 京都仏照寺 祐西 寛正五年 正徳4年11月19日 天正元年堂宇建立

217 鞍手郡 感田村 浄福寺 豊前国小倉永照寺 乘雲 慶長14年4月17日 肥前国龍造寺の門葉有田氏、元禅
宗大福寺を無住のためのち真宗へ

218 鞍手郡 木屋瀬村 西元寺 京都仏照寺 浄流 元和9年 寛永18年

219 鞍手郡 龍徳村 西教寺 京都仏照寺 満正 万治元年 「明細帳」では木仏のみ文化7年
6月4日免許とあり

220 鞍手郡 新北村 善行寺 京都仏照寺 浄念 慶長15年 寛永11年3月10日
（寺号）

221 鞍手郡 沼口村 法連（蓮）
寺 博多万行寺 道願 正徳6年4月15日 昔は鞍手郡宮永村にあり。寛永3

年に移転

222 鞍手郡 稲光村 覚円寺 博多万行寺 了傳 明暦4年

『附録』では木仏寺号ともに正徳
6年、「明細帳」では木仏寺号と
もに弘化二年12月29日、「明細帳」
では開基は浄賀

223 鞍手郡 上有木村 真覚寺 博多万行寺 乗雲 延享4年
『附録』では木仏寺号ともに延享
3年3月、「明細帳」では延宝2
年3月5日免許とあり

224 鞍手郡 金丸村 明覚寺 博多万行寺 久善

文政13年7月12日
（木仏）
天和3年閏5月6
日（寺号）
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225 鞍手郡 芹田村 佛厳寺 博多万行寺 誓順 寛永12年8月22日
元真言宗玉泉寺、慶長10年に今の
寺号に改め真宗へ、開基は宗像氏
の氏族深田信元入道

226 鞍手郡 下境村 光福寺 鞍手郡感田村浄福寺 寛永7年10月3日
元、真言宗、浄土宗、寛永7年に
真宗へ、「明細帳」には享禄元年
に改宗とあり

227 鞍手郡 山邊村 西徳寺 鞍手郡下境村光福寺 是照 寛永5年2月

開基は小早川秀秋の臣篠田次郎兵
衛重英、「明細帳」では木仏寺号
ともに寛永17年2月2日免許とあ
り

228 鞍手郡 野面村 長泉寺 鞍手郡感田村浄福寺 道喜
座元、元禅宗普門寺、慶弔9年3
月真宗へ帰依し改称、開基は吉木
岡の城主瓜生長門守勝忠

229 鞍手郡 頓野村 万福寺 鞍手郡感田村浄福寺 西圓 元和元年 寛文11年2月10日 「明細帳」では寛永中開基とあり
230 鞍手郡 中山村 照専寺 鞍手郡感田村浄福寺 寛永17年11月 元真言宗
231 鞍手郡 八尋村 円覚寺 鞍手郡感田村浄福寺 順正 寛永12年（木仏）
232 鞍手郡 植木村 聖福寺 豊前国小倉永照寺 杉連並 慶長末 慶長14年3月3日

233 鞍手郡 植木村 蓮照寺 豊前国小倉永照寺 教永 寛永15年9月
『附録』・『拾遺』では願正寺、「明
細帳」では願照寺とあり、開基も
洞水とあり

234 鞍手郡 鶴田村 西念寺 京都興照（正）寺
香井田三郎重
緒
（建立）

長保3年建立 寛文4年11月

元天台宗、真言宗、天正18年に焼
失しそれから真宗へ、元和9年11
月に今の地へ移転、「明細帳」に
は木仏のみ寛文元年11月13日免許
とあり

235 鞍手郡 下新入村 真照寺 京都西本願寺 浄心 寛文6年
明細帳では寺号のみ寛永6年9月
7日免許とあり、開基は肥後熊本
の士喜多村隠岐

236 鞍手郡 下木月村 照安寺 京都西本願寺 須藤行重 寛永7年

昔は禅宗で遠賀郡海老津村にあ
り、寛永7年真宗へ、承応2年移
転、「明細帳」では寺号のみ寛永
7年9月10日免許とあり

237 鞍手郡 永満寺村 明元寺 京都西本願寺 自得 慶長20年6月20日 木仏寺号は東本願寺より賜る、の
ちに西派へ

238 鞍手郡 新延村 教善寺 鞍手郡中山村照専寺 妙圓 享保6年5月12日

初め心順庵、廃退したため後再興
し正法寺（天台宗）とするもまた
廃退、慶長17年さらに再興し真宗
となる、元和4年に長福寺と改
称、のち享保中に教善寺へ改称

239 鞍手郡 本城村 西楽寺 穂波郡飯塚村明正寺 了圓 寛永17年2月16日

慶長年中に宮田村に小庵を結び、
寛文4年に移転、開基は肥後国
士、『木仏之留』では木仏許可は
寛永18年8月26日

240 鞍手郡 宮田村 真光寺 穂波郡飯塚村明正寺 長玄 寛文年中
始め有木村にあり、「明細帳」で
は寺号木仏ともに明治10年7月31
日、開基も朝元とあり

241 鞍手郡 新北村 明福寺 穂波郡飯塚村明正寺 高木亦左衛門
直勝 寛永20年3月 元は直勝創建の真言宗高木院、四

世孫の明善代に真宗へ

242 鞍手郡 勝野村 明楽寺 穂波郡飯塚村明正寺 了圓 寛永13年（寺号）
『附録』では木仏寺号とも寛永13
年、『木仏之留』では寛永18年8
月26日に木仏免許

243 鞍手郡 直方 円徳寺 福岡光専寺 了頓 元禄14年5月3日
244 鞍手郡 御徳村 正行寺 豊前国小倉永照寺 元禄12年

245 鞍手郡 下境村 真教寺 鞍手郡感田村浄福寺 清玄 寛文11年 延宝5年（寺号）

豊前国田川郡上野村に歴念寺（真
言宗）を建立、のち鞍手郡下境村
へ移転、明治23年7月に鞍手郡西
川村永谷へ移転

246 遠賀郡 芦屋村 安養寺 京都西本願寺 道忍 天文頃 天文22年9月

始めは小倉永照寺末寺、慶長年中
より西派となる、芦屋枝村大城→
船頭町（寛永10年）→芦屋（元禄
2年）、「明細帳」に寺号のみ天文
11年免許とあり

247 遠賀郡 岩瀬村 恩光寺 京都西本願寺 一庵 元和6年4月13日 元和6年4月13日 昔は正覚寺という禅寺、「明細帳」
では開基は淳盛

248 遠賀郡 山鹿村 安楽寺 京都西本願寺 玄宿（再立） 明暦年中再立 正徳元年6月10日
元真言宗、廃寺となる、「明細帳」
には元亀元年頃に改宗、寺号免許
の年月日は不明とあり

249 遠賀郡 若松村 西念寺 豊前国小倉永照寺 教心 元和8年6月18日 始め遠賀郡藤木に能念寺を建立、
のち若松へ移転

250 遠賀郡 修多羅村 極楽寺 豊前国小倉永照寺 順清（再興） 永禄初め再興 正徳元年9月3日

始め天台宗、永禄の頃から真宗
へ、「明細帳」に「寛政元年の創
立トス後真宗ニ轉ス、開基ヲ道了
ト云」とあり

251 遠賀郡 戸畑村 照養寺 豊前国小倉永照寺 了正 永正12年3月6日 永正12年 「明細帳」には木仏のみ正徳4年
1月20日免許とあり
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252 遠賀郡 廣渡村 妙雲寺 豊前国小倉永照寺 雲道 寛永3年3月 座元
253 遠賀郡 吉田村 妙楽寺 豊前国小倉永照寺 了雲 天正7年 明暦4年3月17日 座元
254 遠賀郡 別府村 行満寺 京都仏照寺 明応年中 始め天台宗
255 遠賀郡 楠橋村 真楽寺 京都仏照寺 永禄年中建立

256 遠賀郡 香月村 照円寺 京都仏照寺 空心 座元、元天台宗光照寺、のち真宗
へ

257 遠賀郡 大鳥井村 妙泉寺 豊前国小倉法輪寺 明信

258 遠賀郡 海士住村 真教寺 豊前国小倉永照寺 清遊 寛文年中 元禄7年
「寺院帳」では蜑住村、「名寄帳」
では海老津村、『附録』では文禄
元年

259 遠賀郡 上底井野村 蓮光寺 京都西本願寺 慶順 天正年中 貞享5年
「明細帳」では寺号のみ寛永16年
免許とあり、『木仏之留』では木
仏許可は寛永18年8月16日

260 遠賀郡 黒崎田町 光円寺 京都西本願寺 義勝 元和2年

城山北の海辺→田町→遠賀郡熊手
村（元禄元年）→田町（元禄15年）、
「明細帳」には木仏は天文19年、
寺号は明応年中に免許とあり

261 遠賀郡 黒崎藤田村 正覚寺 京都西本願寺 三清 永禄年中 寛永9年4月8日 始め山鹿浦にあり、寛永4年に移
転

262 遠賀郡 二村 信行寺 遠賀郡岩瀬村恩光寺 清玄 寛文年中 『寺院記録』では無住、遠賀郡妙
法寺加哲が兼帯

263 遠賀郡 垣生村 専光寺 遠賀郡岩瀬村恩光寺 恵濟 慶長年中

貞享2年3月7日
（木仏）
寛文8年3月9日
（寺号）

座元、元は天台宗普仙寺、天文末
に真宗へ改宗し、永禄元年3月11
日専光寺と改称し垣生村へ移転、
開基は麻生氏家臣柴田権九郎重之

264 遠賀郡 仲間村 光林寺 遠賀郡岩瀬村恩光寺 教念 寛永14年
「明細帳」では木仏は延宝2年9
月7日免許、寺号は年月日未詳と
あり

265 遠賀郡 内浦村 法応寺 博多万行寺 宗伴 寛永11年12月27日 「明細帳」では開基は教阿、宗伴
は5代

266 遠賀郡 本城村 浄円寺 嘉麻郡有安村光厳寺 淨信
267 遠賀郡 則松村 妙法寺 遠賀郡戸畑村照養寺 道観 寛文11年6月7日 開基は立花道雪家士安武民部
268 遠賀郡 上上津役村 西法寺 遠賀郡楠橋村真楽寺 寛文12年
269 遠賀郡 三吉村 西円寺 遠賀郡芦屋村安養寺 熊玄 寛文6年 始め天台宗、文禄年中に真宗へ

270 遠賀郡 木守村 法雲寺 遠賀郡芦屋村安養寺 休岸

寛文4年2月7日
（木仏）
延宝3年3月15日
（寺号）

座元、「明細帳」に貞享5年2月
2日本山より法雲寺の号を賜ると
あり

271 遠賀郡 吉木村 安照寺 遠賀郡芦屋村安養寺 宗哲 貞享5年4月5日
（寺号） 座元

272 遠賀郡 比末村 徳照寺 遠賀郡芦屋村安養寺 霜宗 元禄9年4月19日

273 遠賀郡 戸切村 善照寺 遠賀郡別府村行満寺 教円 延宝2年11月15日 昔は香林寺という禅寺、天正15年
に真宗へ

274 遠賀郡 中底井野村 浄恩寺 遠賀郡別府村行満寺 幻宿 万治2年造立 元禄2年6月18日 座元、「明細帳」に元真言宗長泉
寺、寛永頃に改宗とあり

275 遠賀郡 仲間村 法専寺 鞍手郡感田村浄福寺 正空 慶長年中（寺号）

元真言宗、開基は麻生氏の家臣岩
崎左近、「明細帳」では木仏は宝
永2年閏4月10日、寺号は天和2
年5月5日免許とあり

276 遠賀郡 熊手村 善定寺 鞍手郡感田村浄福寺 西念 「寺院帳」では黒崎

277 遠賀郡 引野村 教念寺 鞍手郡感田村浄福寺 芳俊 寛永6年9月28日
建立 正徳4年4月

「明細帳」では開基は大俊、芳俊
は3代、木仏は年月日未詳、寺号
は寛永6年9月28日免許

278 遠賀郡 永犬丸村 善光寺 豊前国小倉法輪寺 淨秀 慶長年中

279 遠賀郡 尾倉村 元照寺 豊前国小倉永照寺 浄心 天正19年 寛文2年（寺号）
元禄16年（木仏）

開基は城井弥三郎朝房家人文字左
京の二子、「明細帳」では木仏寺
号ともに年月日未詳だが9代智玄
の時とあり

280 遠賀郡 熊手村 一ヶ寺 豊前国小倉永照寺 「名寄帳」で「寺跡計」とあり
281 遠賀郡 竹並村 天照寺 豊前国蒲生村専教寺 勇猛 慶安2年 元禄13年4月 明治3年3月13日に偏照寺へ改称

282 遠賀郡 陣原村 一ヶ寺 京都仏照寺
「名寄帳」で「寺跡計」とあり、『拾
遺』に「文禄の頃迠は爰に在しと
云」とあり

283 宗像郡 藤原村 浄蓮寺 京都西本願寺 祐尊 元亀元年 元亀元年12月17日 開基は肥後国士赤星弾正の子
284 宗像郡 下西郷村 正蓮寺 博多万行寺 順正 慶長19年3月25日
285 宗像郡 疇町 護念寺 博多万行寺 鑑立 文政6年7月9日

286 宗像郡 宮司村 真光寺 博多万行寺 立休 天正元年 正徳3年7月 「明細帳」では木仏寺号ともに貞
享2年免許とあり

287 宗像郡 村山田村 宗念寺 博多万行寺 了達 寛永4年 延宝7年2月9日
（寺号）

288 宗像郡 怒山村 宝蓮寺 博多万行寺 浄安 元亀3年6月28日 昔は禅寺、「明細帳」では開基は
龍玄
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郡など 町名・地名 寺名 本寺 開基等 開基・建立等年代 木仏寺号 備考
289 宗像郡 大穂町 正覚寺 博多万行寺 春應 永禄14年

290 宗像郡 用山村 専念寺 博多万行寺 「御国中寺数」に「寺跡計 無住」
とあり

291 宗像郡 東郷村 西教寺 京都西本願寺 専順 慶長19年6月9日

寛永18年8月12日
（木仏）
寛文10年10月6日
（寺号）

292 宗像郡 東郷村 延楽寺 京都西本願寺 水心 天正2年 寛永17年1月29日

293 宗像郡 朝町村 雲乗寺 京都西本願寺 養頓 寛文2年12月25日 「明細帳」では開基は圓了、5代
が養頓

294 宗像郡 光岡村 浄徳寺 京都西本願寺 休意 寛文10年7月3日

295 宗像郡 赤間村 浄万寺 京都西本願寺 當圓

元文5年閏7月6
日（木仏）
寛永21年12月14日
（寺号）

始め宗像郡田久村、のち移転

296 宗像郡 本木村 西法寺 福岡光専寺 順知 万治3年6月21日

297 宗像郡 田野村 浄泉寺 福岡光専寺 「御国中寺数」に「寺跡計 無住」
とあり

298 表糟屋郡 久原村 安楽寺 京都西本願寺 慶雲

299 表糟屋郡 須恵村 専能寺 博多万行寺 正圓 寛文13年 始めは江辻村にあり、『附録』で
は寛永15年

300 表糟屋郡 佐谷村 明永寺 博多万行寺 宗玄 慶長12年8月20日
301 表糟屋郡 宇美村 信行寺 博多万行寺 了西 「明細帳」では開基は了齊
302 表糟屋郡 名子村 覚応寺 博多万行寺 春盛 寛文3年2月18日
303 表糟屋郡 津屋村 妙正寺 博多万行寺 宗悦 「明細帳」では開基は海音
304 表糟屋郡 篠栗村 妙福寺 博多万行寺 善正（建立） 延宝2年建立 慶長9年11月 善正は筑後より来住
305 表糟屋郡 津波黒村 真光寺 京都仏照寺 竹葉 座元、「明細帳」では開基は竹含

306 表糟屋郡 大隈村 真覚寺 表粕屋郡久原村安楽寺 玄智 慶長8年9月11日
（寺号） 『附録』では慶長5年

307 表糟屋郡 上山田村 法連（蓮）
寺 京都西本願寺 江雲 寛永17年正月29日

308 表糟屋郡 宇美村 光雲寺 福岡徳栄寺 教峯 「明細帳」では開基は宗白
309 表糟屋郡 下中原村 専浄寺 福岡光専寺

310 表糟屋郡 障子岳村 円浄寺 福岡光専寺 道悦 万治3年 『附録』では寛文8年 拾遺でも
あるいは寛文8年と記述あり

311 表糟屋郡 植木村 一ヶ寺 福岡光専寺
「名寄帳」で「寺跡計」とあり、「御
国中寺数」に「寺跡計 無住」と
あり

312 裏糟屋郡 秋山町 浄光寺 博多万行寺 見山 寛永18年3月1日 下原村、『木仏之留』では木仏許
可は寛永18年8月27日

313 裏糟屋郡 原上村 西光寺 博多万行寺 願正 寛永18年3月1日 『木仏之留』では木仏許可は寛永
18年8月27日

314 裏糟屋郡 青柳町 託乗寺 博多万行寺 空西 元文4年
「明細帳」では木仏寛永17年4月
27日、寺号享禄4年4月26日免許
とあり

315 裏糟屋郡 筵内村 泉林寺 博多万行寺 了玄 寛文2年12月27日 「明細帳」では木仏寺号とも寛永
3年1月免許

316 裏糟屋郡 青柳町 長泉寺 博多万行寺 林節 寛文13年7月5日 「明細帳」では開基は林澤

317 裏糟屋郡 上和白村 明覚寺 福岡光専寺 宗白（又ハ宗
悦） 正保元年 正保4年3月

318 那珂郡 辻村 浄福寺 豊前国浄福寺 正徳年中 穢多寺、天台宗より寛永年中に真
宗へ

319 那珂郡 堀口村 松源寺 京都仏照寺 元禄13年 穢多寺、真言宗より元和中に真宗
へ

320 志摩郡 泊村 一ヶ寺 那珂郡辻村浄福寺 穢多寺

321 鞍手郡 植木村 願照寺 京都西本願寺 宝暦6年 穢多寺、嘉麻・穂波・遠賀・鞍手
4郡を担当する

※表は以下の史料をもとに作成。「郡など」「町名・地名」「寺号」は①・②・③を、「本寺」は①を参照。「開基」「開基・建立等年代」「木仏寺号」は『筑前国
続風土記拾遺』を元に入力し、④～⑬を参照して適宜修正や補完を行った。寺や郡の順番について「御国中寺数」の通り。〔 〕内は作成年代。

①「御国中寺数」（九州大学附属図書館中央図書館所蔵史料）〔文化期〕
②「御国中寺院名寄帳」（旧市史編纂資料59、福岡市総合図書館蔵）〔文化十五年〕
③「寛政二年筑前寺院帳」（『福岡県史資料』第七輯 伊東尾四郎編 名著出版 1972）
④「筑前国一向宗西派寺院記録」（大田資料96、福岡県立図書館蔵）〔明治五年〕
⑤「福岡組粕屋組明細帳」（檜垣文庫資料79－1、九州大学附属図書館付設記録史料館蔵）〔明治三十年代〕
⑥「嘉麻組上下組明細帳」（檜垣文庫資料79－2、九州大学附属図書館付設記録史料館蔵）〔明治三十年代〕
⑦「夜須組御笠組明細帳」（檜垣文庫資料79－3、九州大学附属図書館付設記録史料館蔵）〔明治三十年代〕
⑧「志摩組怡土組明細帳」（檜垣文庫資料79－5、九州大学附属図書館付設記録史料館蔵）〔明治三十年代〕
⑨「宗像組遠賀組明細帳」（檜垣文庫資料79－6、九州大学附属図書館付設記録史料館蔵）〔明治三十年代〕
⑩「鞍手組穂波組明細帳」（檜垣文庫資料79－7、九州大学附属図書館付設記録史料館蔵）〔明治三十年代〕
⑪『木仏之留御影様之留』（千葉乗隆編 同朋舎、1980）（慶長二年～元和九年）
⑫『筑前国続風土記拾遺』（福岡古文書を読む会校訂 文献出版、1993）
⑬『筑前国続風土記附録』（川添昭二・福岡古文書を読む会校訂 文献出版、1978）
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【表2】〔触頭諸役目留帳〕にみる作成書類

項目名 分類 各寺書類作成
の有無 触頭 提出先 備考

1 住持上京之時往来御切手申受書物之事 往来 ○ △ 寺社 2、3と共に提出
2 上京ニ付懸持証拠願書之事 掛持 △ 宗旨
3 上京ニ付掛持自筆書物之事 掛持 ○ 宗旨
4 後住弟子上京往来切手申請書物之事 往来 ○ △ 寺社
5 病気ニ付遂隠居後住入院願之案文 相続 △ 寺社
6 右同断入院御免ニ付住持自筆書物之事 相続 ○ 宗旨 5を提出、認可後に提出
7 住持相果候時掛持願出之案文之事 掛持 △ 宗旨 8と共に提出
8 掛持自筆書物之事 掛持 ○ 宗旨 住持病死のため
9 住持病気ニ付掛持之事 掛持 △ 宗旨 10と共に提出
10 住持病気ニ付掛持自筆書物之事 掛持 ○ 宗旨
11 後住後見帳ニ書載候節願書案文 相続 年番一ヶ寺 宗旨

12
本帳判鏡之節寺持病気ニ付、判形未進之寺々快
気ニて罷出候上、宗旨奉行願出ス案文

願 年番一ヶ寺 寺社、宗旨 2通作成それぞれに提出

13 組合書物案文 願 △ 宗旨 組合帳への判形願
14 無住ニ付相果後住住職願之事 相続 △ 寺社 掛持の寺へ住職入寺、控え共に2通提出
15 住持自筆書物之事 相続 ○ 宗旨 病死のため掛持の寺へ住職入寺、
16 本堂及大破修覆之時材木拝借願之事 普請 ○ △ 寺社 3通提出
17 穢多寺他行願書之事 往来 ○ △ 寺社
18 穢多寺入寺自筆書物之事 相続 ○ 宗旨
19 壱ヶ寺ニて両寺掛持願案文 掛持 年番一ヶ寺 宗旨

20
秋月へ旦那有之寺々上京掛持之判形之義、彼方
宗旨方へ申遣ス案文

掛持 年番一ヶ寺 秋月宗旨

21 住持隠居弟子後住御切手日延願案文之事 往来 ○ △ 寺社
22 坊守母女子上京日延願案文之事 往来 ○ △ 寺社
23 触頭三ヶ寺之内入院願案文之事 相続 触頭二ヶ寺 寺社 触頭寺院から福博寺院への入寺
24 三ヶ寺内入院直シニ出ル書附案文 相続 触頭二ヶ寺 寺社 23を提出、住職に仰せ付けられたのち提出
25 両市寺々入院相済上自筆書物之事 相続 ○ 宗旨 無住のため掛持の寺へ住職入寺

26 御誓判ニ付往来御切手申請書物之事 往来 ○ △ 寺社
将軍代替わりの際に行なわれる本山での誓判
のための出願

27 上京之時掛持証拠願出案文之事 掛持 △ 宗旨
28 穢多寺上京ニ付御切手願出之事 往来 ○ △ 寺社
29 穢多寺住職願案文之事 相続 △ 寺社
30 穢多寺入寺後自筆書物之事 相続 ○ 宗旨
31 女上京ニ付御切手申請書物之事 往来 ○ △ 寺社

32 触頭之内上京ニ付掛持証拠願之事 掛持 触頭一ヶ寺 触頭二ヶ寺 宗旨
三ヶ寺の内該当の寺より提出ののち、同役の
連判状を添える

33 触頭三ヶ寺上京掛持自筆書物之事 掛持 触頭一ヶ寺 宗旨 三ヶ寺の内該当の寺より提出
34 旅僧逗留願之案文 逗留 ○ △ 寺社
35 旅僧居住願之案文 居住 ○ △ 寺社 後住、弟子として居住
36 自国ゟ他国へ移住・出国願之事 転出 ○ 触頭
37 旅僧居住願相済住職願之案文 相続 △ 寺社 他国より弟子として居住の僧の相続
38 旅僧住職願相済昨年番ゟ宗旨役所へ届候指出之事 相続 年番一ヶ寺 宗旨 2通作成それぞれに提出、他国僧の後住願い

39
秋月領へ旦那有之穢多寺、新ニ入院ニ付同所御
役所へ判形之節別紙遣ス案文

相続 年番一ヶ寺 秋月宗旨

40 捨子有之御役所へ届ル案文 捨子 ○ △ 寺社
触頭は印形のみで法名は不要、控え共に2通
提出

41
宗旨御改ニ付、奉行衆出郡、前以役所村割一同
ニ相添、郡々触下中へ相達書状案文

触 △ 郡々触継寺 触頭は印形のみで法名は不要

42 捨子入帳願之案 捨子 ○ △ 寺社
43 他国へ入湯ニ付往来切手申請書物之事 往来 ○ 触頭
44 於御国内転住願書之事 転住 △ （寺社ヵ） 提出先不明
45 出国願叶候上片道御切手申受之願文 転出 ○ △ 寺社 他国寺院への後住

46
兼て逗留為致置候旅僧ヲ養子後住ニ囉受候時之
願文

相続 ○ 触頭 学問修業のため逗留の僧を後住へ所望

47 三ヶ寺内へ養子引請之時分之願文 相続 触頭二ヶ寺 寺社 他国より後住へ所望
48 三ヶ寺住持退身後住相定願文 相続 触頭一ヶ寺 触頭二ヶ寺 寺社

49
三ヶ寺住職之時御用召候ても病気ニ付不得出
時、同役ゟ出ス口上書

― 例文なし

50 三ヶ寺養子着届之案文 相続 触頭二ヶ寺 （寺社ヵ）
51 当寺隣国行切手願之案文 往来 触頭一ヶ寺 触頭二ヶ寺 寺社 万行寺の例
52 三ヶ寺隣国行ニ付掛持証拠願文 掛持 触頭二ヶ寺 宗旨

※△は触頭三ヶ寺連名
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項目名 分類 各寺書類作成
の有無 触頭 提出先 備考

53
三ヶ寺帰国後不快ニて掛持受渡延引之時、宗旨
方へ届置案文

掛持 触頭一ヶ寺 宗旨役所 万行寺の例

54 公儀御尋者申出之案文 届出 △ 寺社役所 お尋ね者はいない旨の届出
55 御法事有無指出案文 届出 △ 寺社 寺号印形のみ、法事の有無の届出
56 九十歳・百歳之者無之届書之文 届出 △ 寺社役所 寺号のみ
57 溝浚御触之節案文 届出 △ 寺社役所 寺号のみ、寺々請持の溝浚終了の旨

58 旦那差除書物之事 願 ○ 宗旨
飯田太郎左衛門が長崎へ召し連れた旦那が出
奔したため

59
掛持住持隠居致後住願出之時、無住寺やはり此
度住持懸持証拠願出ル控

掛持 △ 宗旨

60 掛持替之事 掛持 △ 宗旨
61 他国ゟ当国へ入込時、＊シノ印形之事 転入 他国寺 当国寺
62 他国ゟ片道往来之事 転入 他国寺 御改御役人中
63 秋判御改前町法中へ触示案文 触 △ 両市中法中
64 同秋判御改ニ付、在々之法中へ触示案文 触 △ 各郡触次
65 結縁証拠案文 証拠 ○ 宗旨
66 門徒請証拠之事 証拠 ○ 各旦那寺 旦那の請替え
67 払証拠之事 証拠 ○ 各旦那寺
68 寺門之者払証拠之案文 証拠 ○ 宗旨 別寺へ後住のため
69 江戸ニて出奔差除証拠之事 証拠 ○ 宗旨 旦那の江戸における出奔
70 年頭ニ得出不申時之届書案文 届出 ○ 三奉行 病気による年頭御礼への出方遠慮、万行寺の例
71 差出之事 届出 ○ 久野・田中両奉行 御門主様遷化の時は配下の分は年番より差出
72 寺社御奉行所ゟ御用状持参之時請取之案文 御請 ○ 寺社 万行寺の例
73 宗旨大判申来候節受取書之事 御請 ○ 宗旨 万行寺の例
74 寺社役所ゟ宗判場所之義申来候時返書之事 御請 ○ 寺社
75 宗旨判未進差出控 届出 ○ 宗旨役所 痛所、法用などによる宗旨判形未進のこと

76
判鑑未進追て可罷出候処、病気ニ付延引届申来
候ヘハ、年番ゟ宗旨方へ届候時之控

届出 年番一ヶ寺 宗旨役所 病気による宗旨判形未進のこと

77 吊証拠之事 証拠 ○ 宗旨 旦那の死場所、結縁寺などの見届け証拠
78 三ヶ寺国内出郡届之事 往来 触頭一ヶ寺 寺社役所
79 掛持請渡罷出壱人病気之時之案文 掛持 年番一ヶ寺 宗旨 79～81は一連のもの
80 京都へ上り病気ニ付御免ヲ蒙り日切之願書案文 往来 ○ 触頭 往来切手日限延引願
81 医師証拠事 証拠 当該寺 医師が作成し当該寺へ提出、病気の証明書
82 大風ニて公儀へ御訴之書出候御触有之時之控 届出 △ 寺社役所 災害時の被害届出
83 出火之時御届之事 届出 ○ △ 奉行 寺号印形の、控え共に2通提出、火災時の届出
84 旅僧法談ニて逗留案文 逗留 ○ 触頭
85 下地後見差除別人後見ニ仕ル願案文 相続 年番一ヶ寺 宗旨 後見人の交代

86
秋月領之寺後見替ニ付年番ゟ彼方宗旨方へ申遣
ス案文

相続 ○ 秋月宗旨 後見人の交代

87 旅僧多人数逗留願出之事 逗留 ○ （寺社）奉行
88 入寮之僧他国へ行時届之案文 往来 ○ 寺社 万行寺の例
89 御先祖御法事於手許相勤度願之案文 願 ○ 触頭 長政の遠忌法要の執行願
90 同所願書之案文 願 ○ 触頭 長政の遠忌法要の執行願

91 穢多寺願書之事 願 △ 井手・野田両人
浄福寺、松源寺から本山への願の添状、91～
93は一連のものヵ

92 同寺へ触遣ス案文 達 浄福寺、松源寺 91に対する呼出状
93 同寺へ相達候控 達 年番役所 浄福寺 上納銀の上納について
94 春宗旨判之時、町人組々面々遣ス案内書控 ― 年番役所 博多町人中 お茶代寄付のこと
95 他国御差向御使僧通掛一宿届之案文 往来 ○ 寺社役所 使僧の宿泊について、万行寺の例
96 御本山御使肥前へ被罷越候時先触之案文 触 ○ 光蓮寺、伯東寺 使僧到着の先触、万行寺の例
97 御本山御使飯原金照寺へ被罷越時ニ先触案文 触 ○ 諸所宿問屋中 使僧到着の先触、万行寺の例
98 先触 触 ○ 当該寺 使僧到着の先触、万行寺の例

99 当寺上京又ハ藝州行之時人馬証拠之事 ― ○ 問屋衆
万行寺の例、博多～小倉までの人馬調達につ
いて

100 二・三郡もかけて他行之時届ケ之事 往来 ○ 寺社役所 万行寺の例
101 二・三郡ゟ帰寺之上届書之事 往来 ○ 寺社役所 万行寺の例
102 国内ニて他行之時届書之事 往来 ○ 寺社役所 万行寺の例
103 年番中就法用出郡之時指出之事 往来 ○ 井手・野田両人 万行寺の例
104 御本山御使者入込之時指出之事 往来 ○ 寺社役所 万行寺の例
105 右同出立之時指出之事 往来 年番一ヶ寺 寺社役所 万行寺の例
106 御本山御用ニ付諸郡呼出触達文言之事 触 触頭一ヶ寺 郡々触頭 万行寺の例
107 同御用ニ付両市中へ触達之文言 触 年番一ヶ寺 両市中法中 両市中の寺院への招集
108 御本山御用御請印帳文言并認方 ― 108、109は一組
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項目名 分類 各寺書類作成
の有無 触頭 提出先 備考

109 右御請印帳追て小倉御坊へ贈出候書状 ― 小倉御坊永照寺様 万行寺の例
110 日限有之御用日延願出ル指出之文 願 年番一ヶ寺 寺社役所 報告遅延のための書類提出猶予願
111 一寺焼失科料証拠御銀奉行へ差出ス案 証拠 ○ 御銀奉行 111、112は一組、火災に際しての科銀上納証拠
112 焼失後慎御免申達スル之案 証拠 触頭 何郡触頭

113
捨子未タ入判無之者急病等ニて死去之時書付并
取計方

捨子

114 他国江養子引越願済之上方道御切手申受案 転出 ○ △ 寺社

115
年頭御館御礼御帳付出方達書十二月ニ達ル案
病気差合等ニて出方難相成差出案文共

届出 年番一ヶ寺 寺社役所
年始御礼の病気による欠席について、115、
116は一組

116 同断無住之寺并病気ニて出方無被差出案 届出 年番一ヶ寺 寺社役所
117 宝物類盗難届之案 届出 年番一ヶ寺
118 九十歳・百歳ニ相成候者有之節指出案 届出 △ 寺社役所
119 養子得度願案文 願 ○ △ 寺社
120 他国者結縁証拠之案文 証拠 ○ 宗旨
121 御名号様郡々御巡寺達書廻文 触 ○ 万行寺作成

122 住持死去宗旨・寺社方役所へ届候文 届出 年番一ヶ寺
寺社役所、宗旨役
所

123 隠居再住願案文并 相続 △ 寺社

124
背御定法無願ニて上京仕候寺有之時、申附方取
計窺口上之案文

伺 △ 寺社 寺号のみ

125 秋月領寺之住職之節同所宗旨奉行江遣ス証拠案 相続 年番一ヶ寺 宗旨 病気につき隠居のため後住願
126 捨子宗旨帳ニ加へ候節、宗旨奉行両人へ届 宗旨 記事なし
127 当寺藝州行願書案 往来 触頭二ヶ寺 寺社 万行寺の例
128 後住後見差除ケ指出案 願 年番一ヶ寺 宗旨 病気のため後見差除き

129 当寺上京一件両御役所願一切
往来
掛持

万行寺の例

130 養子・離別願片道往来願文共 往来
131 上京帰国届 届出
132 代香之義申出有之節遣ス紙面 ― ○ 当該寺 末寺へ門徒の焼香を依頼、万行寺の例

133 横死人結縁証拠案 証拠 ○ 宗旨

万行寺の例。筑後国柳川領の者の行き倒れ。
初め寺社役所宛に届出。町方の役人による見
分の後、町奉行宛に結縁願を提出。許可後、
結縁証拠を宗旨奉行へ提出。

134 二男・三男得度願案 願 ○ △ 寺社
135 当寺内ニて行倒レ死人有之節案 届出 ○ 宗旨 万行寺の例

136
当寺内帳面ニ相加置候男子得度致、弟子ニ仕度
願案文

願 ○ 寺社 万行寺の例

137 院主上京之節帰国被致候時指出之案文 届出 ○ 寺社 万行寺の例

138
触頭三ヶ寺は隠居死去之時其届并忌明迄引入届
共役所へ差出ス事

届出 触頭一ヶ寺 触頭二ヶ寺 寺社、宗旨 死去の届

139
御門主様御遷化ニ付触頭為惣代上京願光専寺之
時願書写

往来 触頭一ヶ寺 触頭二ヶ寺 寺社 光専寺の例

140 当寺御役所江書状相頼則相達候間御はらせ御返書 ― 宗旨改、寺請持の際の返答書例

141
横死之僧御見聞相済結縁御証拠不相渡已前ニて
末寺内へ代香頼案

―

142 捨て子入帳願書物 捨子 ○ 宗旨 捨て子を旦那に加える件
143 焼失寺院拝借願書 願 ○ △ 寺社
144 配下内出奔届案 届出 ○ △ 寺社
145 焼失ニ付御銀拝借証拠案 届出 ○ △
146 住職分出奔ハ病気と届之案 届出 △ 寺社
147 触頭光専寺配下法泉寺之掛持願案 掛持 触頭二ヶ寺 寺社 光専寺の例

※「〔触頭諸役目留帳〕」（萬行寺資料三七九九、萬行寺蔵）より作成。
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【表3】近世中期以降の宗旨奉行
出典

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

②

②

②

②

②

②

②

②

③

③

④

④

⑧

⑤

⑤、⑧、⑨

⑤、⑥、⑨

⑥、⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

⑨

⑦

⑦

⑦

※出典：①『福岡県史 近世資料編 年代記（一）』「萬年代記録」（福岡県、1990）、②「宗門改帳従公儀御吟味記」（黒田家文書416、福岡県立図書館蔵）
③「（寛政十年）御触状写」（萬行寺資料3813）、④「（文化二年）御触状写」（同3815）、⑤「（文政十三年）御触状留」（同3814）、
⑥「（天保九年）御触写」（同3812）、⑦「（文久三年）御触状控帳」（③～⑦は萬行寺蔵）、
⑧「宗旨改幷捨子一件」（安川巌収集資料233）、⑨「宗旨御改帳幷捨子一件共ニ」（安川巌収集資料232）（⑧、⑨は福岡市博物館蔵）

※石高は『黒田三藩分限帳』（西日本図書館コンサルタント協会、1987）、『福岡藩分限帳集成』（福岡地方史研究会、1999）を参照。
※在任期間覧の年月日で、史料中に明記されていないものは推定で記し、（ ）を付した。

備考

隠居により退役

退役時は櫛橋郡大夫

櫛橋左（郡）大夫の跡役

竹中久左衛門の跡役、隠居により退役

隠居により退役

隠居による退役時は野口三兵衛

隠居により退役

坂田嘉大夫病気のため助役として就任

「内行取計方不宜」のため放役

慶応分限帳に「百弐拾石 増田(×門太）野積」
とあり

安政分限帳に「三人拾石 新地百石ニナル」と
あり

元治元年に暗殺。明治分限帳の実子牧安三郎の
項に「元百石」とあり

在任期間

（享保5年7月～享保13年7月17日）

（享保5年7月～享保10年7月10日）

享保10年7月11日～（元文3年）

享保13年7月18日～（元文3年8月）

元文3年8月～（延享元年12月27日）

元文3年8月～寛保元年5月27日

寛保元年6月24日～（延享2年7月）

延享元年12月28日～（寛延4年8月23日）

（延享2年7月）～寛延2年9月5日

寛延2年9月7日～

寛延4年8月24日～宝暦5年7月20日

宝暦5年8月～

（～明和5年）

（～明和7年）

（明和5年～明和7年）

（明和7年～安永元年）

（明和8年～安永元年）

（安永元年～）

（安永元年～安永4年）

（安永4年～）

～寛政11年4月晦日

（寛政11年）

寛政11年5月18日～（文化3年）

（～文化3年）

（文政5年）

（文政13年）～天保4年4月28日

（文政5年～天保9年）

天保4年7月22日～（弘化元年）

（天保9年～天保11年）

（天保12年～弘化3年）

（弘化2年）

（弘化3年～）

（弘化4年）

（嘉永元年～）

（～文久3年3月）

（文久3年）

（文久3年3月～）

禄高

300石

300石

400石余

400石

300石

151石余

400石

400石

400石

200石

302石余

200石

200石

200石

300石

250石

400石

350石

300石

200石

600石

200石

150石

100石

200石

200石

130石

100石

300石

150石

84石

130石

150石

120石

120石

100石

100石

名前

竹田安右衛門

吉田兵右衛門

竹中久左衛門

櫛橋左大夫

村上万右衛門

河崎傳次郎

細江安右衛門

松下彦右衛門

野口三郎兵衛

田中源五右衛門

八田仁左衛門

嶋村三右衛門

西郷正左衛門

寺田三大夫

佐谷五郎大夫

大森善大夫

坂田嘉大夫

木山源助

花房又左衛門

神吉武左衛門

團半十郎

岡本三六

村井金左衛門

平井郷八

田村縫右衛門

根本源大夫

秋山源内

久野甚平

前田源八郎

小河武兵衛

高原杢之進

野坂利右衛門

藤田弥大夫

萑井甚平

増田門太

寺井茂八郎

牧市内
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